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第１章 大綱の策定について 

１ 大綱の位置付け 

この大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第１条

の３第１項の規定に基づき、本県の教育、学術及び文化の振興に関する基本理念や基本目標を

明らかにしたうえで、それを実現するための総合的な施策について、知事と教育委員会で構成

する高知県総合教育会議で協議を行ったうえで定めたものです。 

 

２ 大綱の期間 

大綱の期間は、平成 28年度から平成 31年度までの４年間とします。 

 

３ 大綱の進捗管理 

大綱の基本理念の実現に向けた基本目標の達成状況や施策の進捗状況等については、高知県

総合教育会議において協議、確認を行います。 

なお、この大綱に定める施策等については、国の教育改革の動向や施策の進捗状況等を勘案

し、適宜、見直しを行います。 
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第２章 高知県の教育の現状と課題 

１ 子どもたちの知・徳・体について 

（１）知の分野について 

①小・中学校の学力について 

県教育委員会では全国と比較して厳しい状況にあった本県の子どもたちの知・徳・体の向上

に向けて、平成 21年９月に「高知県教育振興基本計画」を、平成 24年３月には「高知県教育

振興基本計画重点プラン」（以下「重点プラン」という。）を策定し、学力については「小学校

の学力は全国上位に、中学校は全国平均まで引き上げる」ことを目標に掲げ、様々な取組を進

めてきました。 

その結果、平成 27 年度の全国学力・学習状況調査の結果において、小学校の学力は、国語

の基礎知識を問うＡ問題で全国平均を 3.4ポイント上回るなど、全国上位にまで向上してきま

した。 

一方で、小・中学校ともに、思考力・判断力・表現力などを問うＢ問題に関しては弱さが見

られますし、中学校の学力は、国語・数学ともに全国平均を下回っており、平成 19 年度から

続いていた学力の改善傾向も、平成 25年度からは足踏み状態が続いています。 
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■全国学力・学習状況調査結果（H19～H27 年度） 

 ◇本県と全国の平均正答率の差 
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②高等学校の学力について 

公立高等学校卒業者の進路の状況については、平成 26年度の 4年制大学進学の割合は 30.4％

と前年に比べ 3.8ポイント増加し、進路未定の割合は 8.0％と前年に比べ 3.0ポイント減少し

ています。また、就職内定率が着実に改善してきたことにあわせ、県内就職者の割合も上昇傾

向にあり、平成 24年度以降は 60％を超えています。 

一方で、県立高等学校 36校で実施した平成 27年度学力定着把握検査の結果をみると、学習

内容が十分定着しておらず、進学や就職の際に困難が生じることが予測される生徒の割合（以

下「Ｄ３層の生徒の割合」という。）が、９月に行われた２回目の調査では、１年生は全体の

19.6％、２年生は 13.5％という厳しい状況となっています。また、１日の家庭学習時間につい

ては、２年生の 46.3％が「ほとんど学習しない」と回答しています。高等学校に入学すること

が目標となって、学ぶことの意義や将来の目標を持てていない生徒が多いことが、このような

状況につながっているものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公立高等学校卒業者（全日・定時・通信制）の進路状況 ※就職については高知県就職対策連絡協議会

調べ、進学については高知県進学協議会
（H24まで）、高等学校課（H25以降）調べによ
る 

※就職率・進学率は、公立高校卒業生全体に
占める割合 

※進路未定には、具体的な進学・就職先が未定

の生徒、パート・アルバイト等の生徒も含む 

高知県就職対策連絡協議会、高知県進学協議会、高等学校課調査 
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※県立高校 36校（全日制及び昼間部）で実施 

※数値は学力定着把握検査Ⅰ（30 校）と学力定着把握検査Ⅱ 

（高１：1・2 回目 6校、高 2: 1・2回目 5 校）の結果を 

合わせたもの 

※1回目は 4月、2 回目は 9月に実施 

※評価尺度である学習到達ゾーンの内容は下表のとおり 
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■平成 27年度学力定着把握検査結果 
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（２）徳の分野について 

重点プランでは、暴力行為や不登校、中途退学の状況について、全国平均まで改善すること

を目標に、キャリア教育や道徳教育をはじめ、子どもに内在する力や可能性を引き出すことに

力点を置いた生徒指導を推進してきました。 

平成 26 年度の全国調査の結果をみると、高等学校の不登校や中途退学については一定改善

がみられますが、暴力行為や小・中学校の不登校が増加傾向にあるなど、依然として厳しい状

況が続いています。 

暴力行為は、全国平均を上回る状況で推移しており、特に中学校で多く発生する状況が続い

ています。また、小学校においても急増しており、暴力行為の低年齢化が危惧されています。 

不登校は、学年が上がるにつれて増加する状況が続いており、特に中学校１年生で急増する

傾向にあります。 

いじめは依然として続いており、その認知件数は、平成 24 年度に他県で発生したいじめ事

件をきっかけに教職員のいじめに対する危機感が高まってきたことで増加し、その後は一定の

水準で推移しています。 
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（３）体の分野について 

小・中学校の体力・運動能力については、平成 20 年度の全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果において、男女ともに全国最低水準でしたが、平成 27 年度の調査結果では、小学

校は男子、女子ともに重点プランの目標である全国平均を初めて上回り、中学校男子もほぼ全

国平均に達しています。中学校女子についても、全国平均には届いていませんが、過去３番目

に高い結果となっており、全体的にみて上昇傾向にあるといえます。 

しかし、小・中学校ともに１週間の総運動時間が全国と比べて少ないなど、運動習慣が十分

に定着していない状況がみられます。特に、中学校女子では、１週間の総運動時間が 60 分未

満の生徒の割合が全国平均よりかなり高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（H20～27年度） 

※平成 23年度は東日本大震災の影響により全国調査は未実施 

※数値は T得点（全国平均＝50） 
◇体力合計点（８種目の実技の総合点）の推移 
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２ 子どもたちを取り巻く厳しい環境について 

日本における子どもの貧困率は、平成 24年には 16.3％（子どもの約６人に１人）と過去最

悪の状況になっています。生活保護被保護率や、就学援助率、ひとり親世帯比率等が全国平均

を大きく上回る本県では、家庭が厳しい経済状況にある子どもの割合はさらに高いことが推測

されます。（※ひとり親家庭の貧困率は子どもがいる現役世帯全体の貧困率の約４倍と厳しい状況にあります。） 

こうした家庭の厳しい経済状況や生活環境等を背景として、県内では多くの子どもたちが、

学力の未定着やいじめ、不登校、虐待、非行といった困難な状況に直面しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活保護被保護実人員（人口千人当たり）の推移 ■就学援助率※の推移 

文部科学省「就学援助実施状況調査」 

※就学援助率＝要保護・準要保護児童生徒数合計／公立小中学校児童生徒総数 総務省「社会生活統計指標」 
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３ 学校と地域との連携について 

子どもたちを取り巻く環境が厳しさを増す中で、学校が抱える課題も多様化、複雑化してお

り、学校だけでは解決が困難な状況が出てきています。こうした状況の中では、学校と地域が

連携して、社会全体で子どもたちを見守り育んでいくことが必要です。 

このため、県ではこれまで学校と地域が一体となった教育支援の展開に向けて学校支援地域

本部の立ち上げ支援や、放課後児童クラブ等の子どもたちの放課後における安全で安心な居場

所づくりに取り組んできました。 

平成 27年度は、22市町村に 85の学校を支援する 40の地域本部が設置され、地域の方々の

参画により、学習支援や登下校時の安全指導、環境整備等の教育支援が充実してきています。 

また、平成 26 年度に小学校の 92％、中学校の 46％に設置された「放課後子ども教室」「放

課後児童クラブ」「放課後学習室」などの安全・安心な居場所で、様々な体験・交流・学習活

動が行われています。 

４ 就学前の教育・保育について 

本県の保育所・幼稚園に入所・入園している乳幼児のうち、82％が保育所、18％が幼稚園を

利用しており、全国と比べて保育所の利用割合が高くなっています。また、保育所に入所して

いる乳幼児の 53％は私立保育所を、幼稚園に入園している幼児の 73％は私立幼稚園を利用し

ています。 

各園では、保育所保育指針・幼稚園教育要領等を踏まえた具体的な指導方法に基づく教育・

保育が十分に実践されていない状況がみられます。 

また、就学前と小学校の教育の違いが保育者や教員に十分に認識されておらず、このことが

小学校入学後に、集団行動ができない、授業中に座っていられないなどといった、いわゆる小

１プロブレムにもつながっていると考えられます。 

さらに、発達障害等の特別な支援が必要な乳幼児の増加や障害の多様化が進んできたことで、

保育者には、より専門的な指導・支援方法の習得が求められるようになってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■児童の保育所・幼稚園の利用状況（H26 年度） 

保育所運営状況等調査、学校基本調査 
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５ 南海トラフ地震対策について 

近い将来、高い確率で発生することが予想されている南海トラフ地震に備えて、県では学校

施設等の耐震化などハード面の対策と、防災教育の充実などソフト面の対策を積極的に推進し

てきました。 

県立学校の耐震化については、平成 28 年度の早期に完了します。また、平成 27 年度末で、

市町村立学校については 95.0％、保育所・幼稚園等については 88.1％の耐震化率となります。 

県が作成した「高知県安全教育プログラム」を使用した防災教育は、さまざまな時間を活用

して、すべての学校で実施されていますが、防災教育そのものは教育課程上の位置付けがなく、

授業時間の確保が難しいこともあり、平成 26 年度においては、県が独自に小・中学校で目標

設定した年間５時間以上の防災の授業を全学年で実施している学校の割合は、小学校は 62.2％、

中学校は 70.4％、高等学校で目標設定した年間３時間以上については 54.1％に止まっていま

す。 

６ 学校・教職員について 

（１）児童生徒数の減少に伴う学校の統廃合等について 

少子化の進行や転出人口の増加に伴い、県内の児童生徒数は減り続けています。平成 18 年

に 76,474人であった公立小・中・高等学校の児童生徒数は、平成 27年５月現在、63,580人ま

で減少しています。さらに平成 32年には約 57,500人まで減少することが予測されています。 

児童生徒数の減少に伴い、県内では学校の統廃合が進んでおり、公立小・中学校の数は、平

成 18年から平成 27年までの 10年間で 77校減少しています。 

県立学校については、平成 26 年度に策定した「県立高等学校再編振興計画」に基づき、須

崎工業高等学校と須崎高等学校及び高知南中学校・高等学校と高知西高等学校の統合に向けて

取組を進めています。 

児童生徒数がさらに減少していく中で、それぞれの地域の実情も踏まえながら、各学校の教

育の質の維持・向上を図るために、小規模校が抱える課題を克服していくことなどが必要とな

っています。 

（２）教職員の大量退職・大量採用について 

平成 27年５月現在、県内の公立学校の教職員数は 6,716人となっており、そのうち、50歳

以上の占める割合は約 51％で、40歳未満は約 22％という偏った年齢構成になっています。 

小・中学校は平成 27年度から退職者が大幅に増加し、平成 28年度から平成 36年度までは、

平成 33 年度をピークに毎年 200 人以上が退職する見込みとなっています。また、高等学校・

特別支援学校においては、平成 33年度から平成 37年度までの間は毎年 100人前後が退職する

見込みです。 

このように、本県は教職員の大量退職・大量採用時代を迎えており、大量採用によって急増

していく若年教員の資質・指導力の向上が急務となっています。 
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７ 生涯学習について 

本県の生涯学習の状況について、平成 25 年度高知県県民世論調査の回答結果をみると、最

近１年間で行った生涯学習の内容について、「健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギ

ング、水泳など）」が最も多く(24.1%)、「趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レ

クリエーション活動など）」(18.9%)、「教養的なもの（文学、歴史、科学、語学など）」が 9.3%

と続いていますが、「生涯学習をしたことがない」が 35.3%と多くの割合を占めています。 

生涯学習の振興を図るためには、それぞれの市町村、地域の団体、生涯学習機関等が活性化

し、県民に充実した学びの機会を提供していくことが求められます。 

しかし、社会教育の推進を中心的に担う社会教育主事や公民館主事の数は全国的にみても減

少傾向にあり、また、少子化や高齢化、核家族化等を背景として、本県の社会教育活動を支え

る人材や団体の基盤が弱ってきています。 
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■県内公立学校の教職員数※  
※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭（実習助手、寄宿舎指導員、充て指導主事、 

再任用職員含む） 

県内公立学校の教職員総数 6,716 人（H27.5.1 現在） 

50 歳以上の割合 51.4% 

40 歳未満の割合 21.6% 

県教職員・福利課調査 

公立小・中学校  公立高等学校・特別支援学校  
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８ スポーツについて 

（１）子どもの運動・スポーツ活動について 

本県の子どもたちの体力・運動能力は向上傾向にありますが、幼児期における遊びを通じた

運動経験の不足や、１週間の総運動時間が 60 分未満の児童生徒の割合が全国平均よりも高い

など、子どもたちに運動習慣が十分には定着していない状況にあります。 

（２）競技力について 

国民体育大会での総合成績が全国最下位になるなど、全体的に競技力は低迷しており、競技

力の向上を図るうえで、優秀なジュニア選手を発掘し、中・長期的な視点に立って計画的に育

成する体制や、トップレベルの選手をさらにレベルアップさせるための体制が必要となってい

ます。また、指導者の資質向上やスポーツ医・科学の活用など、選手や指導者を効果的にサポ

ートする環境の整備も求められています。 

中山間地域では、全体的に中・高等学校に設置される運動部の競技種目が限定される場合が

あり、部活動の加入率も低下していることなどから、競技人口の減少がみられます。また、専

門的な指導ができるスポーツ指導者の不足やスポーツ施設が少ないことなどを背景に、活動で

きる競技が限られることや、身近な地域で継続的に運動やスポーツに参加する機会が少ないこ

と等の課題が生じています。 

（３）地域における運動・スポーツ活動について 

職場でのレクリエーション活動の促進や、子育て中でもスポーツに参加しやすい環境づくり

などの取組が十分に行われておらず、成人のスポーツ実施率、特に働き盛りの年代のスポーツ

実施率が他の年代に比べて低い状況にあるとともに、女性のスポーツ実施率が男性に比べて低

くなっています。 

（４）障害者スポーツについて 

障害者のスポーツ活動については、これまで、健康志向のレクリエーション的な活動が中心

であったため、競技力向上に向けた育成強化が組織的に行われていない状況にあります。 

障害者の生涯にわたる運動・スポーツ活動の基盤となる特別支援学校・学級の体育的活動に

ついては、障害の種別や程度によりさまざまな配慮が必要な場合が多く、より充実した活動を

行うためには、多様な視点からの工夫・研究が必要です。 

（５）スポーツ施設・設備について 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向けて、スポーツ熱が高まる中、競

技力の向上や、多様なスポーツ活動の広がりなどの観点から、安全で質の高いスポーツ活動が

実践できるよう施設や設備の整備が求められています。 
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第３章 基本理念と基本目標 

 

１ 基本理念 ～目指すべき人間像～ 

 

 

 

グローバル化や情報化、少子・高齢化が急速に進むなど、社会・経済が激しく変化する時代に生

まれた子どもたちが、これからの時代を自らの力で力強く生き抜き、自らの夢に向かって羽ばたけ

るようにするためには、知･徳･体の調和のとれた生きる力を育んでいくことが必要です。 

 

＜知・徳・体の育成すべき力＞ 

◆知：基礎的・基本的な知識・技能やこれらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・

表現力、生涯にわたって学び続ける意欲 

◆徳：社会の中で多様な人々と互いに尊重し合い、協働し、社会に参画しながら人としてよりよ

く生きていく基礎となる他者への思いやりや規範意識、公共の精神などの豊かな人間性・

道徳性 

◆体：生涯にわたってたくましく生き抜いていくための体力や健康的な生活習慣 

 

 こうした知･徳･体の調和がとれた、自らの人生を切り拓き主体的に生きる力を、家庭の保護者や

地域、学校、市町村教育委員会、県教育委員会などが、それぞれの役割や責任を意識しながら力を

合わせ、社会全体で子どもたちに身に付けさせていかなければなりません。 

このため、１つ目の基本理念を「学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく

子どもたち」の育成とします。 

 

 

 

 

 

我が国では、先の見えない変化の激しい時代の中で、課題に挑戦し、未来を切り拓く人材が求め

られています。 

特に少子・高齢化が著しい本県が今後も活力を維持・向上していくためには、郷土への愛着と誇

りを大切にしながら、グローバルな視点を持ち、高い志を掲げ、産業・経済や地域福祉、さらには、

文化、コミュニティなど多くの分野で地域の将来を担う人材が求められます。 

 

このため、「郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り拓く人材」の

育成を２つ目の基本理念とします。 

 

  

（２）郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り拓く人材 

（１）学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち 
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(１) 知の分野の基本目標 

①小・中学校 

●小学校の学力は全国上位を維持し、中学校の学力は全国平均以上に引き上げる 

 ※H27年度全国学力・学習状況調査結果（数値は全国平均正答率との差）  

   小学校：国語Ａ ＋3.4   国語Ｂ ＋1.6   算数Ａ ＋1.8  算数Ｂ －0.4 

    中学校：国語Ａ －2.5   国語Ｂ －2.9   数学Ａ －4.5  数学Ｂ －5.4 

 

②高等学校 

●高校３年生の４月の学力定着把握検査におけるＤ３層の生徒の割合を 15％以下に引き下

げる 

  ※H27年度学力定着把握検査結果（高校３年生４月）：30.4％ 

 

●高等学校卒業者のうち進路未定で卒業する生徒の割合を３％以下にする 

 ※H26年度卒業生に占める進路未定者の割合：8.0％ 

 

(２) 徳の分野の基本目標 

●生徒指導上の諸問題（不登校、暴力行為、中途退学）の状況を全国平均まで改善する 

 ※平成 26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果 

  ・暴力行為発生件数 千人あたり発生件数：8.2件（全国 4.0件） 

  ・不登校児童生徒数 千人あたり不登校数：小中 15.5件(全国 12.1件) 

  ：高校 18.7件(全国 15.9件)  

  ・中途退学率：2.1％(全国 1.5％)  

 

●全国学力・学習状況調査における児童生徒の道徳性（自尊感情、夢や志、思いやり、規範

意識、公共の精神等）意識調査結果で、全国平均を３ポイント以上上回る 

 ※H27年度全国学力・学習状況調査結果（各質問に対し肯定的な回答をした児童生徒の割合。（ ）

は全国平均との差） 

「自分には、よいところがあると思う」 

   小学校：77.3（＋0.9） 中学校：69.4（＋1.3）  

「将来の夢や目標を持っている」 

   小学校：86.1（－0.4） 中学校：73.1（＋1.4）  

「学校のきまりを守っている」 

  小学校：91.2（＋0.1） 中学校：93.8（－0.6） 

「ものごとを最後までやりとげてうれしかったことがある」 

   小学校：94.1（－0.4） 中学校：94.1（－0.1） 

「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」 

   小学校：97.0（＋0.8） 中学校：94.4（＋0.7） 

「人の役に立つ人間になりたいと思う」 

   小学校：94.4（＋0.7） 中学校：93.9（＋0.2） 

２ 基本目標 

  基本理念の実現に向けた第４章の取組の方向性と施策の基本方向に基づく取組の基本目標と

して、下記の数値目標を設定し、ＰＤＣＡサイクルに基づく進捗管理を徹底します。 
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(３) 体の分野の基本目標 

●小学校の体力・運動能力は全国上位に、中学校の体力・運動能力は全国平均以上に引き上げる 

   ※平成 27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果(数値はＴ得点(全国平均＝50)) 

  小学校：男子 50.1    女子 50.4 

  中学校：男子 49.8    女子 48.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-



第４章 取組の方向性と施策の基本方向 

 

５つの取組の方向性 

（１）チーム学校の構築 

（２）厳しい環境にある子どもたちへの支援 

（３）地域との連携・協働 

（４）就学前教育の充実 

（５）生涯学び続ける環境づくり 

 

１ 取組の方向性 

第３章の基本理念や基本目標を実現していくためには、家庭や地域、学校、教育行政など、教

育等に携わるすべての人や組織が、それぞれの役割や責任を認識したうえで、力を合わせて子ど

もたちを育成していくことが必要です。 

このため、この大綱においては、教育等に携わるすべての人に日常的に意識していただくため

の取組の方向性として、下記の５つを定めます。 

 

（１）チーム学校の構築 

社会・経済が大きく変化し、学校を取り巻く課題も多様化・複雑化している中で、本県の子

どもたちの知･徳･体を向上していくためには、 

・学校組織が少数の管理職と多数の教員で構成されているため、課題への対応が個々の教員

により対症療法的に行われることが多く、組織としての取組が弱いこと 

・日々の授業や生徒指導が個々の教員に任されており、教員同士が連携した授業力の向上や

生徒指導の充実に向けた取組が十分でないこと 

・学校の課題が多様化・複雑化する中で、教員の専門性だけでは対応に限界があること 

・学校や教員に求められる役割が増加する中で、教員の多忙化により児童生徒と向き合う時

間の確保に支障が生じていること 

などの学校が抱える課題の解決に向けた取組を推進していくことが必要です。 

 

こうした課題の解決に向けた取組として、学校の組織力を高めながら、個々の教員の力量の

みに頼らず、教員同士がチームを組んで主体的に学び合うことにより組織的に授業力の向上や

生徒指導の充実などを図るとともに、外部の専門家や地域の人材の力も活用して、学校の目標

の実現や課題の解決を図る、「チーム学校の構築」を推進していきます。 

 

また、県教育委員会や市町村教育委員会などの教育行政は、県全域や地域の教育の課題を踏

まえ、「チーム学校の構築」をはじめとする課題解決のための対策をきちんと学校や教員に示

し、効果的・効率的に対策が実施されるよう学校や教員を支えていくことが必要です。 
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（２）厳しい環境にある子どもたちへの支援 

我が国において大きな社会問題となっている子どもの貧困は、本県においてはさらに深刻で

あり、こうしたことを背景に、多くの子どもたちが虐待や学力の未定着、不登校といった困難

な状況に直面しています。 

このため、就学前には保護者の子育て力の向上などを重点的に支援するとともに、就学後は

学校をプラットフォームとして小学校から高等学校までの各段階に応じて切れ目のない対策

を講じるなど、貧困の世代間連鎖を教育の力で断ち切ることを目指して、「厳しい環境にある

子どもたちへの支援」を徹底します。 

 

（３）地域との連携・協働 

従来、子どもたちの成長を支えていた家庭や地域の教育力は、核家族化や地域コミュニティ

の希薄化などに伴い低下しています。 

他方で、子どもたちにかかわる課題は複雑化・多様化しており、特に、家庭の貧困など厳し

い環境にある子どもたちへの支援については、学校にプラットフォームとしての役割が期待さ

れているものの、学校だけでの対応には限界があります。このため、地域の方々には、学校と

力を合わせて子どもたちを支え、育んでいただくことがますます求められてきています。 

こうしたことから、学校と地域との連携を後押しするために、家庭・地域・学校が一体とな

って地域ぐるみで子どもを育てる仕組みである学校支援地域本部の設置促進や活動の充実な

ど、学校と「地域との連携・協働」を積極的に進めます。 

 

（４）就学前教育の充実 

子どもたちの知・徳・体の調和のとれた健全な成長のためには、生涯にわたる人格形成の基

礎を培う重要な時期である乳幼児期に、質の高い教育・保育を受けることが重要です。 

このため、専門的で高度な知見に基づいた質の高い教育・保育の実践や、小学校以降の教育

への接続を意識した取組の充実・強化など、「就学前教育の充実」を図ります。 

 

（５）生涯学び続ける環境づくり 

社会・経済が急速に変化していくとともに、個人の生き方も多様化している中で、県民一人

一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるようにするには、誰もが生涯にわた

って学び続けられる環境や、文化・スポーツに親しめる環境を整備していくことが重要です。

また、個人の学びの成果がさまざまな場面で発揮されることで、地域や社会に好影響がもたら

されます。 

こうした方向に沿って、「生涯学び続ける環境づくり」を推進します。 

 

 

 

 

 この５つの取組の方向性と「２ 施策の基本方向」に掲げる 10 の施策の基本方向に基

づき具体的な取組を展開していきます。 

 ５つの取組の方向性と 10の施策の基本方向との関係性は次ページの図のとおりです。 
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２ 施策の基本方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する 

学校が対応しなければならない課題は、複雑化・困難化しているうえに、子どもの貧困の問

題や新たな教育課題への対応など、ますます重くなっています。 

また、教員の大量退職・大量採用の時期を迎え、ベテランの教員が少なくなり、経験の浅い

若い教員の比率が急激に高まって行きます。 

これに対し、学校の現状は、 

・課題に対する対応が、個々の教員により対症療法的に行われることが多く、組織的・体系

的に行われることが少ない 

・日々の授業や生徒指導が個々の教員に任されており、経験の浅い若い教員を学校の中で育

てる仕組みづくりが十分でない 

・課題の中には、教員の専門性だけでは対応が困難なことも増えている 

・教員が授業以外に生徒指導、部活動など多くの業務を行っており、負担感・多忙感を感じ

ているとともに、授業研究や授業準備、個別指導のための時間など、子どもに向き合う時

間の確保に支障が出ている 

といったことが絡み合い、課題に十分な対応ができていません。 

 

基本方向１  チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築

する 

基本方向２  厳しい環境にある子どもたちの貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切る支援策

を徹底する 

基本方向３  就学前の子どもたちの教育・保育環境の整備を進め「生きる力」の基礎をつくる 

基本方向４  県と市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化を図る 

基本方向５  安全・安心で質の高い教育環境を実現する 

基本方向６  私立学校の振興を図る 

基本方向７  社会の期待に応えるため大学の魅力を高める 

基本方向８  生涯にわたって学び続ける環境をつくる 

基本方向９  文化・芸術の振興と文化財の保存と活用を図る 

基本方向 10 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を好機と捉えスポーツの振興を図る 
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   こうした現状を改善するためには、学校の組織力を高めながら、個々の教員の力量のみに頼

らず、教員同士がチームを組んで主体的に学び合うことにより組織的に授業力の向上や生徒指

導の充実などを図るとともに、外部の専門家や地域の人材も活用して学校の目標の実現や課題

の解決を図る、いわゆる「チーム学校」の取組を進めていくことが必要です。 

こうした「チーム学校」の取組の推進にあたっては、学校と地域との連携・協働の体制を構

築し、学校と地域が力を合わせて取り組んでいかなければなりません。 

 

   具体的には、 

①学校の組織マネジメント力を強化し全教職員が方向性を合わせた取組を推進するために、

学校経営計画の充実とその実現に向け校長がリーダーシップを発揮できる体制の整備 

②組織的に授業力の向上や生徒指導の充実などを図るための学校内の仕組みづくり。特に、

急増する若い教員を育てることを重視 

③スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、運動部活動支援員など外部・専門

人材の活用 

④学校支援地域本部の活動などを通しての地域との連携・協働 

  などの取組を推進していきます。 

 

   こうしたチーム学校の取組を県内全域で推進して行くため、「（１）チーム学校により組織

的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する」ことを施策の基本方向の

１つ目とします。 

  このチーム学校で目指す学力向上等に向けた好循環のイメージを次ページに図で示します。 
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生
徒
の
学
ぶ
意
欲
が

向
上
し
て
い
る

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
が
向
上
し
て
い
る

家
庭
・
地
域
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
て
い
る

教
員
同
士
が
学
び
合
う

仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る

授
業
改
善
が
組
織
的
に

推
進
さ
れ
て
い
る

若
い
教
員
の

授
業
力
が
向
上
し
て
い
る

教
員
の
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題

へ
の
対
応
が
軽
減
し
て
い
る

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

が
強
化
さ
れ
る
体
制
が

構
築
さ
れ
て
い
る

生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
が
改
善
し
て
い
る

学
校
・
学
級
が
落
ち
着
い
て
い
る

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

強
化
対
策

地
域
・
外
部
人
材

と
の
連
携
・
協
働

組
織
的
な

授
業
力
向
上
対
策

チ
ー
ム
学
校
に
よ
る
教
育
の
質
の
向
上

放
課
後
等
に
学
ぶ

場
や
機
会
が
十
分

整
え
ら
れ
て
い
る

開
発
的
な
生
徒
指
導
が

組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る

組
織
的
な
生
徒
指
導
体
制

が
構
築
さ
れ
て
い
る

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
等

の
研
究
・
実
践
を
推
進
す
る
仕

組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る

生
徒
に
学
習
方
法
・
習
慣

が
定
着
し
て
い
る

学
習
支
援
員
が
教
育
活
動

に
参
画
し
て
い
る

教
員
の
業
務
負
担
が
軽
減
し
て
い
る

教
育
活
動
に
専
念
で
き
て
い
る

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等

と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
て
い
る

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
て
い
る

教
員
の
業
務
負
担
が

軽
減
し
て
い
る

学
習
支
援
員
や
運
動
部
活
動

支
援
員
が
教
育
活
動
に

参
加
し
て
い
る

 
【
チ
ー
ム
学
校
に
よ
る
学
力
向
上
等
の
好
循
環
】
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（２）厳しい環境にある子どもたちの貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切る支援策を徹底する 

我が国において大きな社会問題となっている子どもの貧困は、本県においてはさらに深刻で

あり、家庭の生活の困窮や教育力の低下、地域における見守り機能の低下などを背景として、

本県においても多くの子どもたちが、学力の未定着をはじめ、いじめや不登校、虐待や非行と

いった困難な状況に直面しています。 

家庭の経済状況と子どもたちの学力との間には一定の相関関係があり、学びや就職が希望ど

おりにならないことなどが相まって、子どもたちの貧困の世代間連鎖が危惧される状況にあり

ます。 

 

家庭は教育の原点ですが、厳しい経済状況の中で、子どもに向き合う余裕のない保護者や子

育てに不安や悩みを抱えている保護者がたくさんいます。 

また、地域における互助・共助の意識が希薄となる中で、学校と家庭以外に子どもたちが安

全・安心に過ごせる場が少なくなり、地域が家庭や子どもを見守り、支える機能の低下もみら

れます。 

 

こうした厳しい環境の中でも、子どもたちの学びや能力発揮の機会は、生まれ育った家庭の

経済状況などに左右されることなく等しく享受されるべきものです。 

すべての子どもたちが安心して学び、夢と希望を持ち続けて育つことができるよう、就学前

は保護者の子育て力の向上などを重点的に支援するとともに、就学後は学校をプラットフォー

ムとして、小学校から高等学校までの各段階に応じて切れ目のない対策を推進していくことが

必要です。 

こうした対策を効果的・効率的に推進していくためには、学校と地域との連携・協働の体制

を県内全域で構築し、学校と地域が力を合わせて取り組んでいかなければなりません。 

 

   具体的には、 

①保護者の子育て力の向上を図るための支援や啓発 

②小・中・高等学校における学習支援員等の外部人材を活用した放課後等の学習機会の充実 

③学校支援地域本部の設置促進などの地域全体で子どもを見守る体制づくりの推進 

④スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの外部・専門人材や専門機関と

の連携・協働による教育相談支援の充実・強化 

  などの取組を推進していきます。 

 

このように、「（２）厳しい環境にある子どもたちの貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切

る支援策を徹底する」ことを施策の基本方向の２つ目に掲げます。 

 

 

 （３）就学前の子どもたちの教育・保育環境の整備を進め「生きる力」の基礎をつくる 

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、この時期に質の高い教

育・保育を受けることが、子どもたちの知･徳･体の調和のとれた健全な成長にとって極めて重

要です。 

これに対し、県内の保育所・幼稚園等では、専門的で高度な知見に基づいた質の高い教育・

保育の実践がまだ十分ではありません。また、就学前と小学校との教育内容の違いに子どもが

適応できないことなどを原因として学級崩壊などが起きる、いわゆる小１プロブレムも発生し
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ています。 

こうした課題に対応するため、 

①保育所保育指針・幼稚園教育要領等に沿った具体的な指導方法の確立と普及 

②保育所・幼稚園等における組織力・実践力の向上に向けた組織マネジメント力の強化 

③保育者のキャリアステージに応じた資質・指導力の向上 

④保幼小連携のプランの策定・実践などの保幼小の円滑な接続の推進 

  などの取組を推進していきます。 

 

このように、「（３）就学前の子どもたちの教育・保育環境の整備を進め「生きる力」の基礎

をつくる」ことを施策の基本方向の３つ目に掲げます。 

 

 

（４）県と市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化を図る 

大綱の施策の基本方向に基づく義務教育分野などの取組を効果的・効率的に推進していくた

めには、高等学校や特別支援学校の教育を担い、義務教育については県内全域の教育水準の維

持・向上を役割とする県教育委員会と、小・中学校の設置・運営や就学前教育・保育の体制整

備を行う市町村・市町村教育委員会が方向性を合わせ、お互いに連携・協働しながら、それぞ

れの役割や責任をしっかりと果たしていくことが重要となります。 

 

このため、「（４）県と市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化を図る」ことを施策の

基本方向の４つ目に掲げます。 

 

 

（５）安全・安心で質の高い教育環境を実現する 

本県の就学前から高等学校までの教育を下支えする教育環境には、次のような課題がありま

す。 

①本県は、今後 30 年以内に 70％程度という高い確率で発生することが予想されている南海

トラフ地震により甚大な被害がもたらされることが懸念されており、教育分野においては

子どもたちの命や学習環境を守り抜くための対策が求められています。 

②本県では、今後、中山間地域を中心に小・中・高等学校における児童生徒数のさらなる減

少が進んでいくことが見込まれます。また、病弱の特別支援学校における児童生徒の教育

的ニーズが多様化しています。 

③就学前から高等学校卒業まで、一人一人の子どもの成長をしっかりと見据え、発達段階に

応じて必要な力を確実に育成していくため、各校種間で学習内容の連続性を確保するとと

もに、生活面の円滑な接続を図ることが求められています。 

④社会・経済の情報化が急速に進展する中で、学校には、社会に出た時に最低限必要な情報

活用能力を児童生徒に身に付けさせることが求められています。また、ＩＣＴを活用して、

教育活動の質的向上を図ることや、校務の効率化等により、児童生徒に向き合う時間を創

出することにも取り組んでいく必要があります。 

 

こうした課題に対応するため、 

①南海トラフ地震等の災害に備えた学校施設等の耐震化の促進や防災教育の推進 

②教育環境の維持・向上を図る視点に立った県立高等学校・特別支援学校の再編振興 
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③就学前から高等学校までの校種間の連携・協働の推進 

④教員のＩＣＴ活用能力の向上や県立学校における校務支援システムの整備など教育の情

報化の推進 

などの取組を推進していきます。 

 

このように、「（５）安全・安心で質の高い教育環境を実現する」ことを施策の基本方向の５

つ目に掲げます。 

 

 

（６）私立学校の振興を図る 

私立学校は、建学の精神に基づく多様な人材育成や特色ある教育を展開しており、高知県の

教育においても重要な役割を果たしています。このため、私立学校の教育環境の維持・向上、

私立学校に通う児童生徒に係る修学上の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全化を図るた

めの、私学助成などの支援を行います。 

 

このように、「（６）私立学校の振興を図る」ことを施策の基本方向の６つ目に掲げます。 

 

 

（７）社会の期待に応えるため大学の魅力を高める 

本県が、人口減少による負の連鎖を断ち切り「経済の活性化」など県勢浮揚に向けた歩みを

力強く進めていくうえで、「大学」の役割は大きいものがあります。特に、産学官民連携によ

る産業の振興や人材の育成、生涯学び続ける社会を実現するための教育、若者を県内に留め、

県外から呼び込む受け皿といった観点から、大学に対する期待は大きく、こうした機能の充実

をさらに図っていきます。 

 

このように、「（７）社会の期待に応えるため大学の魅力を高める」ことを施策の基本方向の

７つ目に掲げます。 

 

 

（８）生涯にわたって学び続ける環境をつくる 

社会・経済が急速に変化していくとともに、個人の生き方も多様化している中で、県民一人

一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるようにするには、誰もが生涯にわた

って学び続けられる環境を整備していくことが重要です。また、個人の学びの成果がさまざま

な場面で発揮されることで、地域や社会に好影響がもたらされます。 

しかしながら、近年、少子・高齢化や過疎化、核家族化等を背景として、本県の社会教育活

動を支える人材や団体の基盤は弱ってきています。また、社会・経済の変化による県民の新た

なニーズに対応できる多様な学びの場の充実が求められています。 

 

こうした課題を解決するため、 

①社会教育関係者の専門的な資質・能力の向上を目指した研修など時代に即した形での生涯

学習の推進体制の再構築 

②県と高知市が連携・協働して整備を進めている新図書館等複合施設におけるサービスの充
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実・強化 

③社会人や企業の学修ニーズに対応したビジネス研修などの学びの場の充実 

などの取組を推進していきます。 

 

このように、「（８）生涯にわたって学び続ける環境をつくる」ことを施策の基本方向の８つ

目に掲げます。 

 

 

 （９）文化・芸術の振興と文化財の保存と活用を図る 

県民一人一人が芸術文化に普段から親しむことで、心豊かな人生を送ることができるよう、

文化施設や芸術祭を活用した取組を進めていきます。特に、次代を担う子どもたちが芸術文化

を通じて成長していく環境を整備するため、学校と連携した文化・芸術活動を進めていきます。 

また、平成 28 年度に高知県芸術文化振興ビジョンを改訂し、取組のさらなる充実を図りま

す。 

さらに、本県には、国指定重要文化財である高知城をはじめ、遍路道や土佐和紙など有形・

無形の文化財が数多くあり、これらの価値を維持し、後世に伝えていくことが現代を生きるわ

れわれの使命です。 

 

このように、「（９）文化・芸術の振興と文化財の保存と活用を図る」ことを施策の基本方向

の９つ目に掲げます。 

 

 

 （10）2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を好機と捉えスポーツの振興を図る 

スポーツの振興に関しては、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催決定を好

機と捉え、「子どもの運動・スポーツ活動の充実」や「競技力の向上」など５本の柱を掲げた

「スポーツ推進プロジェクト実施計画」（平成 27年３月策定）に基づく施策を計画的に推進し

ています。 

 

このように、「（10）2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を好機と捉えスポーツの

振興を図る」ことを施策の基本方向の 10番目に掲げます。 

 

 

この大綱では、第３章で示した基本理念の実現や基本目標の達成に向けて、５つの取組の方向性

と 10の施策の基本方向に基づき具体的な取組を展開していくこととし、その主な施策は 25ページ

から記載しています。 

なお、それぞれの施策の５Ｗ１Ｈ（何を、いつ、誰が、どのような形で実施していくのか）につ

いては、第２期高知県教育振興基本計画などに定めることとします。 
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第５章 基本方向ごとの施策 
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《小・中学校》 
 

１ 知・徳・体に共通する課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての学校において、個々の教員の力量のみに頼るのではなく、校長のリーダーシッ

プのもとで、学校の組織マネジメントが効果的・効率的に推進される組織体制を確立しま

す。そのうえで、教員同士が主体的に学び合い、授業力の向上や生徒指導の充実などを図

るとともに、外部の専門家や地域人材の力を活用し組織的・協働的に取り組む「チーム学

校」の仕組みを構築して、学校の教育目標の実現や教育課題の解決を図ります。 

こうした取組は、公立小・中学校の設置者である市町村教育委員会との連携・協働のも

とで進めていきます。 

チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する 

【概 要】 

学校において授業力の向上や生徒指導の充実などの組織的な取組が徹底しない背景には、

学校の組織が、少数の管理職と多数の教員で構成され、かつ、管理職以外の教員が横一線に

並んでいるため、担当業務ごとの責任者を中心とした組織的な取組を推進することが難しい

体制であること、また、授業をはじめとする教育活動が個々の教員の裁量や力量に委ねられ

る部分が大きいことなどがあります。 

このため、学校経営計画のさらなる充実と徹底に向けた支援の充実・強化やシンプルなビ

ジョン等の設定、学校の組織体制の強化など、全教職員が学校の目標や課題を共有する仕組

みや、校長を中心とした組織マネジメントが効果的に推進されるチーム学校としての体制を

構築します。 

 

【主な取組】 

①全小・中学校で策定している学校経営計画について、成果（アウトカム）を重視した数値

目標を設定したうえで、ＰＤＣＡサイクルにより取組状況を点検・検証しながら、計画の

さらなる充実と取組の徹底を図っていきます。こうした取組を支援するため、退職校長や

県教育委員会の指導主事の訪問指導・助言等を充実・強化します。 

 

②全小・中学校において、学校経営計画に基づくシンプルなビジョンや数値目標の設定等を

教職員の参画のもとで行うなど、全教職員が学校の目標や課題を共有し、方向性を合わせ

て取組を行う仕組みを構築します。 

 

 

・各学校において児童生徒に育成すべき力が明確化・共有化されていない状況があり

ます。また、育成すべき力を実現するための取組も教員の個業に任されることが多

く、教職員が組織的・協働的に活動できていない実態があります。 

課題 

学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築 

 

対策 1-（1） 
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・学校を取り巻く課題は複雑化・困難化しており、育成すべき力を身に付けさせるため

には学校内の資源だけでは十分ではない状況があります。 

課題 

【概 要】 

将来を担う子どもたちが、志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら生き

る力を身に付けていくためには、社会とのかかわりの大切さを学ぶことが不可欠です。その

ためには、地域の大人が学校の活動にかかわり、多様な体験活動などを通じて子どもたちの

社会性を育むとともに、学校と連携しながら地域全体で子どもたちを見守り育てる体制をつ

くることが必要です。 

  また、教員の多忙化・業務の複雑化が指摘される中で、学校の活動に地域住民が参画する

ことは、教員が子どもとしっかりと向き合う時間の確保にもつながります。 

 このため、学校と地域の連携・協働によるチーム学校として教育支援活動を積極的に推進 

します。 

 

【主な取組】 

①すべての学校に地域と連携・協働する体制が構築されることを目指し、地域住民が学校に

おける学習活動や部活動、学校行事、校内環境の美化、登下校の見守りなどを支援しなが

ら、子どもたちの成長を支える学校支援地域本部の設置を促進します。また、活動の充実

を図るため、地域住民を中心に人材の発掘・登録、マッチングを円滑に行う仕組みを拡充

します。 

 

②子どもたちが放課後等に安全・安心な居場所で学習などに取り組みながら過ごすことがで

きるよう、放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置を促進するとともに、放課後児童

支援員等を対象とした研修の実施等により、活動内容の充実を図ります。 

 

 

地域との連携・協働の推進 

 

対策 1-（2） 

③校長を中心とした学校の組織マネジメント力のさらなる強化を図り、授業力の向上や生徒

指導の充実などの具体的な取組を組織的に推進していくため、組織のミドルリーダーの役

割を担う主幹教諭の配置を拡充します。 

 

④管理職の資質・指導力を育成するために、主幹教諭から校長までを対象とする学校組織マ

ネジメントを中核に据えた体系的な研修の内容のさらなる充実を図ります。 
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【主な取組】 

①学力の定着状況に課題のある児童生徒へのきめ細かな学習指導・支援を充実するために、

地域の人材や大学生等の学習支援員の配置を拡充し、放課後や長期休業期間に行われる補

充学習を充実・強化します。 

 

②教育相談支援体制の充実・強化を図るために、心理の専門家であるスクールカウンセラー

や、社会福祉等の専門的な知識・技術を持ったスクールソーシャルワーカーの配置をさら

に拡充します。 

 

③課題を抱える児童生徒一人一人の状況に応じた支援を充実するため、不登校の発生率が高

い市町村の教育支援センターにスクールカウンセラーを配置し、アウトリーチ型の支援活

動を行う体制を整備します。 

 

④各学校における運動部活動の指導の充実を図るとともに、教員の部活動指導にかかる負担

を軽減し、生徒に向き合う時間を創出するために、専門的な指導やスポーツ医・科学面か

らのサポートができる運動部活動支援員の配置をさらに拡充します。 

外部・専門人材の活用の拡充 対策 1-（3） 

【概 要】 

学校が抱える課題や教育に対するニーズが多様化し、教員が対応する業務が多岐にわた

り、多忙化が指摘されている中で、児童生徒一人一人に対して効果的な支援を行うためには、

外部人材の力も借りながら、チーム学校として組織的に取り組んでいく必要があります。 

学校全体の教育力を高め、児童生徒を取り巻く様々な教育課題に対応するため、多様な人

材（学習支援員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、運動部活動支援員

等）の参画による、それぞれの専門性を生かした支援体制を構築します。 

【概 要】 

 特別な支援を必要とする児童生徒の割合が増加している中、発達障害等のある児童生徒の

特性に応じた授業づくり、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成、活用による指導・

支援の充実が求められています。 

 このため、教員の専門性の向上、ユニバーサルデザインに基づく授業づくりを推進すると

ともに、各学校段階の移行期における円滑かつ適切な引継ぎが行われるための仕組みの構築

をチーム学校で進めていきます。 

 

 

・発達障害等特別な支援が必要な児童生徒が増えており、障害の状況に対応した適切

な指導を行うための教員の専門性や組織的な指導・支援が十分ではありません。 

課題 

障害の状態や教育的ニーズに応じた指導・支援の充実 

 

対策 1-（4） 
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【主な取組】 

①児童生徒の学習意欲の向上に向け、発達障害等のある児童生徒の特性に応じたユニバー

サルデザインに基づくすべての児童生徒が「分かる」「できる」授業づくりを進めます。 

 

②発達障害等のある子どもに対し、保育所・幼稚園等から小・中学校への計画的・継続的

な指導・支援を行うため、引き継ぎシートなどのツールを活用した校種間の引き継ぎを

充実・強化します。 

 

③発達障害等のある児童生徒への支援を充実するため、特別支援教育学校コーディネータ

ーを中心とした校内委員会等において個別の指導計画を作成したうえで、指導目標、指

導内容・方法を定期的に検討し、校内での組織的な指導・支援を継続的に行います。 
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２ 「知」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

本県の中学校の学力に課題があることの要因として、授業が個々の教科担任に任されてい

る部分が多く、学校全体で組織的に授業力の向上や授業改善を進める仕組みが十分整ってい

ないことがあります。 

このため、中学校における「タテ持ち」の導入や教科会の活性化、学校組織のミドルリー

ダーの役割を担う主幹教諭の配置拡充、授業改善プランの作成・実施等により、学力向上に

向けて教員が協働して取り組むチーム学校の仕組みを構築します。 

 

【主な取組】 

①同一教科の担任が複数配置されている中学校において、一人の教員が複数学年を担当する

「タテ持ち」の導入を促進することや、教科ごとの授業改善・教材研究を進めるために設

置している教科会などで、教科主任や経験と力量を備えた教員が若い教員を指導するとい

った、授業力の向上に向けて教員同士が学び合い高め合う仕組みを構築します。 

 

②各学校において、授業力の向上や授業改善に向けた組織的・協働的な取組を推進するため、

教科の組織的な指導体制の中核となる主幹教諭の配置を拡充します。 

 

③中学校の授業改善を推進するため、すべての中学校において、国語・社会・数学・理科・

英語の授業改善プランを作成し、思考力・判断力・表現力を育む授業づくりを進めるとと

もに、プランに基づく授業実践について、県教育委員会の指導主事等がすべての中学校を

訪問し、指導・助言を行う取組を徹底します。 

 

学力向上に向けて教員同士が学び合う仕組みの構築 

 

対策 2-（1） 

・中学校の学力（特に数学）が、全国と比べて低い水準にあります。 

・小・中学校ともに思考力・判断力・表現力に弱さがみられます。 

課題 
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【概 要】 

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等、変化の激しい時代を生き抜く子どもたちに必要

な資質・能力を育成するためには、「何を教えるか」「何を学ぶか」という知識の質や量の改善

だけでなく、「どのように学ぶか」「どのような能力を育成すべきか」という、学びの質や深ま

り、また、能力の育成を重視することと併せて、学ぶことと社会とのつながりをより意識した

教育を行うことが必要です。 

そのためには、基礎的な知識・技能を習得するとともに、実社会や実生活の中で、自ら課題

を発見し、その解決に向けて知識や技能を活用したり、また、主体的・協働的に探究していく

ような学習活動を行うことが大切です。  

本県の児童生徒の学力の課題に対応するためには、こうした時代の要請を分析し、これから

を生きる子どもたちに身に付けるべき能力や態度、あるいはそれを育成するための学習内容や

指導方法を記した学習指導要領等をしっかり研究・研修すること、また、教員同士が刺激し合

い教え合って教科の専門性を高め、指導力を磨き合っていくことが必要です。特に、今後増加

していく若手教員の育成にとっても不可欠なことであると考えます。 

そのような意味でも、Ｏｆｆ－ＪＴやＯＪＴを充実し、探究的な授業づくりを推進すること、

また、授業研究等の活性化、授業公開のさらなる推進、授業スタンダードの徹底等により、教

員の教科指導力を高める機会を充実させます。 

 

【主な取組】 

①教科指導力の向上に向けて、若手の教員を対象とする数学などの集中研修や、学力上位県

への教員派遣、また、大学との連携等による中核教員の育成など、各教科において経験年

数や実態に応じたＯｆｆ-ＪＴの充実・強化を図ります。 

 

②学校における校内研修の質的・量的な充実を図るため、各学校の研究主任を対象とした協

議会を実施するとともに、各教科の授業改善プランに基づいて指導主事が教員の指導力向

上に向けた指導・助言を行います。 

 

③本県における授業スタンダードを明示した冊子を全教職員に配布し、教育センターと教育

事務所が連携して授業改善指導を徹底することで、全小・中学校でスタンダードに基づく

授業が展開できる仕組みづくりを推進します。 

 また、急増する若年教員の指導力の向上に向けては、指導の手引書等をまとめた教員必携

を配布し、活用を推進します。 

 

④探究的な授業の確立に向けて、研究指定校における探究的な学習の研究・実践、ＮＩＥ活

動や学校図書館活動と連携した研究を進め、その成果を県内に普及・徹底するとともに、

教育センターのすべての年次研修にアクティブ・ラーニングの内容を取り入れた研修を導

入します。 

 

 

 

 

教員の教科指導力を向上させる仕組みの構築 

 

対策 2-（2） 
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【概 要】 

学力と深い関係がある児童生徒の学習習慣について、授業時間以外での学習時間が増加傾

向にあるなど、「量」の面では改善してきていますが、学習の内容や方法などの「質」の向

上までには至っておらず、学力向上につながっていない状況がみられます。 

このため、授業や家庭学習における単元テスト・学習シート等の教材の効果的な活用のさ

らなる促進、児童生徒の家庭学習の徹底など、学習の質・量の確保に向けた取組をチーム学

校として組織的に推進します。 

 

【主な取組】 

①授業と家庭学習のサイクル化を推進するため、単元テストに活用の力を問う問題を追加す

るなど、個々の児童生徒の学力の定着状況を把握・分析する仕組みのさらなる充実を図る

とともに、基礎学力を定着させるための学習シートなどの教材の効果的な活用を促進しま

す。 

 

②思考力・判断力・表現力を育成するため、数学の思考力を養う問題集やコンテストの過去

の問題等を授業等で活用する取組を推進します。 

 

③家庭学習の計画づくりと進捗管理、学習と部活動の調整等を行う主幹教諭の配置を拡充し

ます。 

児童生徒の学習の質・量の充実 

 

対策 2-（3） 

⑤学校内だけでは授業力の向上に向けた取組が十分できない中山間地域の小規模校等にお

いて、近隣の小規模校同士が連携し授業研究等の活性化を図るネットワークを構築しま

す。 

 

⑥数学を担当する教員の授業力の向上を図るために、教育事務所及び高知市教育委員会に、

数学専任の指導主事を新たに配置し、数学担当教員への訪問指導・支援を強化します。 

 

⑦校内外の他の教員や地域の方々等に実際に授業を見られることが教員の指導力の向上に

効果的であることから、各学校において日常的に授業を公開する取組をさらに推進しま

す。 
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【概 要】 

児童生徒の学力を向上させるためには、知識・技能、思考力・判断力・表現力を育むとと

もに、学習に主体的に取り組む態度を養うことが重要であり、児童生徒が自分の将来や学ぶ

ことの意義について考える場面、知的好奇心や探究心をもって主体的・協働的に問題を解決

するような学習活動を多く取り入れることが必要です。 

このため、将来の社会的・職業的自立に必要な力を育むキャリア教育の推進、豊かな感性

や学ぶ意欲を培う読書活動の推進、学ぶ楽しさを実感できるコンテストの開催等により、児

童生徒の学習意欲を高めるための機会を確保します。 

 

 

児童生徒の学習意欲を高めるための機会の確保 

 

対策 2-（4） 

【主な取組】 

①各学校のキャリア教育担当者を対象とした研修の実施や県独自教材の活用促進等により、

各地域の特色を生かしたキャリア教育の実践を支援するとともに、地域と連携したキャリ

ア教育を推進します。 

 

②児童生徒の読書活動の充実に向けて、「高知県子ども読書活動推進計画」に基づき、授業

等における学校図書館の活用や市町村立図書館との連携、地域の民間団体や読書ボランテ

ィアとの連携による読み聞かせ等の実施、推薦図書リストの配付等による啓発などの取組

を一層推進します。 

 

③児童生徒の学ぶ意欲の向上に向けて、コンテストの開催等により、探究することや未知の

分野に挑戦することの楽しさを実感できる機会を提供します。 
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３ 「徳」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

暴力行為や不登校等の生徒指導上の諸問題の改善には、児童生徒が学校全体の共感的な人

間関係の中で自尊感情を育み、規範意識を身に付けることが有効です。 

このため、学校においては、すべての教育活動を通じて、道徳教育や児童生徒が本来持っ

ている力や良さを引き出す生徒指導、また、一人一人の人権が尊重される学校・学級づくり

等の取組をチーム学校として組織的に推進することにより、児童生徒の規範意識の向上や自

尊感情の醸成を図り、生徒指導上の諸問題の予防に努めます。 

 

【主な取組】 

①児童生徒に道徳性を育むため「特別の教科 道徳」の実施に向けて、道徳教育の専門性を

備えたリーダー教員の育成、道徳の指導方法や評価の研究などを行い、道徳教育を推進し

ます。 

 

②配慮が必要な児童生徒の情報共有や支援をつなぐための共同実践を進め、生徒指導上の諸

問題などの未然防止を徹底するため、小・中学校合同の支援会議等を実施します。この成

果を、生徒指導担当者・生徒指導主事の研修会等を通して県内の小・中学校に普及し、県

内全域での実践を推進します。 

 

③児童生徒の人権意識を向上するとともに、一人一人の人権が尊重される学校・学級づくり

に向けて、教育活動全体を通じた人権教育を推進します。 

規範意識や自尊感情を育む組織的な取組の推進 

 

対策 3-（1） 

・暴力行為・非行が多く、近年は低年齢化が進んでいます。 

・不登校が多く、特に中学校１年生で発生が著しく増加しています。 

・依然としていじめが発生しています。 

課題 

【概 要】 

生徒指導上の諸問題が起こる背景には、教職員の児童生徒理解が十分でないことや、校種

間の学習内容等の違いから児童生徒が学校生活に適応できないなどの問題があります。 

このため、小中連携の強化や中１ギャップの解消に向けた取組、いじめ防止に向けた児童

生徒の主体的な取組など、生徒指導上の諸問題の未然防止に向けたチーム学校としての組織

的な取組を推進します。 

 

 

生徒指導上の諸問題の未然防止のための仕組みの構築 

 

対策 3-（2） 
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【主な取組】 

①配慮が必要な児童生徒の情報共有や支援の引き継ぎを小・中学校間で適切に行うため、生

徒指導担当者・生徒指導主事が児童生徒の持っている力を引き出す開発的な生徒指導に関

する知識・理解を深めることや、小・中学校間の連携の推進に向けた合同の研修会を開催

します。 

 

②中学校入学後の教育環境や学習内容の変化などを原因として発生する中１ギャップを解

消するために、すべての中学校において、入学後の早い段階での集団づくりを推進すると

ともに、生活や学習方法に関するガイダンスの実施を徹底します。 

 

③いじめ問題等の防止に向けた児童生徒の主体的な取組を推進するため、小・中・高・特別

支援学校の児童会・生徒会の代表者が集まり、いじめ問題等をテーマに実践交流や協議を

行う交流集会を開催するとともに、その成果を各学校の取組に活かします。 

【概 要】 

生徒指導上の諸問題については、その発見や対応が遅れることにより、場合によっては取り返

しのつかない事態に至るおそれもあるため、教職員に対して児童生徒の観察や働きかけを通し

て、問題行動の早期発見や対応を奨励していきます。 

特にいじめは、児童生徒の命に関わる事案として、学級担任が一人で抱え込むことがないよう、

チーム学校として危機感を持った迅速な対応ができる体制を整えるとともに、関係機関との連携

や役割分担によるきめ細かな対応や支援を徹底します。 

 

【主な取組】 

①欠席した児童生徒が不登校に至らないよう、欠席直後の家庭訪問等により、児童生徒や家

庭の状況を早期に把握し、課題がある場合には、学校組織をあげて課題の早期解決に努め

ます。また、教育相談支援機関による支援や、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等の外部の専門人材の活用等により課題の解決を図ります。 

 

②教員の生徒指導力を向上させるため、スクールカウンセラー等を講師とした児童生徒理解

研修を全教職員を対象に実施します。また、支援が必要な児童生徒一人一人の課題に応じ

た支援を徹底するため、これまでの支援記録や今後の支援計画等を記載した支援シートを

活用し、課題に応じた支援を徹底します。 

 

生徒指導上の諸問題の早期発見・早期解決のための仕組みの構築 

 

対策 3-（3） 
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③管理職や関係教員で組織する校内支援会に、状況に応じてスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等を積極的に参加させ、専門的な視点や個別支援のためのシートを

活用した組織的対応を強化します。 

 

④学校内のいじめ防止等の対策のための組織により、いじめ防止対策の進捗管理や評価を行

うとともに、いじめが発見された場合には、この組織に情報を集約し、教職員間で共有し

て組織的に対応することにより、いじめの早期解決を図ります。 
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４ 「体」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

小・中学校の体力・運動能力は向上の傾向にあるものの、運動時間が少ない児童生徒の割

合が全国と比較して高く、運動習慣が十分に定着していません。 

このため、授業の質を高め合うことができる仕組みづくりや学校組織全体で体力・運動能

力の向上に取り組むチーム学校としての体制を整えることにより、運動好きな児童生徒を育

てます。 

 

【主な取組】 

①小学校における体育授業の質を向上するため、具体的な運動例や技能のポイント、用具の

工夫等を写真や図解等で分かりやすく学べる副読本や体育授業のヒント集、映像で学べる

動画等の教材を充実し、その授業での活用を徹底します。 

 

②柔軟性や調整力、全身持久力を高めるためのメニューを活用した中学校１年生の体力向上

対策をすべての中学校で実施します。 

 

③体育学習の評価に関する手引きを活用して、各学校において、その実態に応じて、適切な

評価規準や評価方法の基準づくりを行います。 

 さらに、この基準に基づいて教科会の充実を図るなど、教員同士が日常的に授業の質を高

め合う仕組みを作ります。 

 

④小規模校等においては、学校内だけでは授業の質を高める取組が十分できないため、近隣

の小規模校同士が連携して行う授業研究や小・中学校合同の研修会を実施し、授業力の向

上を図ります。 

 

⑤体育学習・健康教育の質的向上を支援するため、体力・健康教育に課題のある学校に体育

学習・健康教育の専門的な知見のある退職校長等を派遣し、学校の課題を明確にしたうえ

で、授業改善への手立て等を具体的に指導・助言します。 

 

 

体育授業の改善 

 

対策 4-（1） 

・運動習慣が十分に定着していません。 

・中学校の体力・運動能力が全国平均を下回っており、特に女子は、全国的にまだ低

い水準にあります。  

・痩身と肥満の傾向がみられます。 

・運動部活動では、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた指導が十分に行われてい

ません。 

・中山間地域における運動部活動では、競技種目が限定される場合があります。 

課題 
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【概 要】 

近年、運動不足や健康的な生活習慣の未定着などを背景として肥満や痩身など、健康面に

課題がある児童生徒がみられます。 

このため、学校組織全体で取り組む健康教育に関する研修の実施や、学校・家庭・地域が

連携した取組を推進することにより、健康教育の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①初任者研修において健康教育に関する研修をすべての対象者に実施するとともに、各学校

の健康教育の中核となる教員を対象に、教職員全体で取り組む健康教育に関する研修を実

施します。 

また、退職養護教諭の派遣による経験が浅い養護教諭等への支援や、学校保健における健

康教育、健康管理の充実のための学校保健課題解決協議会による課題解決に向けた取組を

推進します。 

 

②小学校から高等学校まで系統立った健康教育の副読本の活用を徹底し、各学校における健

康教育の充実と家庭や地域と連携した取組を進めます。 

 

③体育学習・健康教育の質的向上を支援するため、体力・健康教育に課題のある学校に体育

学習・健康教育の専門的な知見のある退職校長等を派遣し、学校の課題を明確にしたうえ

で、授業改善への手立て等を具体的に指導・助言します。【再掲】 

健康教育の充実 

 

対策 4-（2） 

【概 要】 

 運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向上や健康の

増進だけでなく、生徒の自主性や協調性、責任感を育むととともに、各種大会等での活躍が

仲間や教職員との連帯感を高めるなど、学校全体の知・徳・体の向上に相乗効果をもたらし

ます。 

本県においては、競技の専門的な指導者の不足、部員の減少、生徒のスポーツに対する嗜

好の多様化などから、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた教育的配慮ある活動が実施さ

れにくい状況がみられます。 

このため、指導者の資質向上のための取組や、優秀な外部指導者の招へいなどを行うこと

により、運動部活動のさらなる充実を図ります。 

 

 

運動部活動の充実 

 

対策 4-（3） 

 

⑥体育授業の改善や家庭・地域・学校間の連携、運動の日常化などの保健体育の先進的な取

組を推進するとともに、事例発表や実践事例集の作成、ホームページへの掲載などの手法

により全中学校に普及します。 
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 【主な取組】 

①技術的・戦略的な指導やコンディション管理などの専門的な指導ができる外部指導者やス

ポーツ医・科学面からサポートできるスポーツトレーナー等の派遣を拡充します。 

 

②将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を

身に付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。 

 

③各競技団体や体育連盟の各競技専門部などが、これまで以上に県外の優秀な指導者を招へ

いする取組の拡充を図ります。 

 

④生徒の減少が進む中山間地域の学校における運動部活動のあり方や、指導者の資質向上等

の課題を解決するため、関係者による検討会や研究会において、多様なスタイルの部活動

や大会、効果的な指導方法、安全管理と事故防止の徹底などの研究や対策を実施します。 
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《高等学校・特別支援学校》 

１ 知・徳・体に共通する課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

学校において、生徒の多様な学力や進路希望などに対応した組織的な取組が進みにくい背

景には、校務分掌や学年団、教科会等の組織体制はあるものの、校務分掌間の連携や、校務

分掌と学年団等との相互の連携が十分ではないこと、教育活動が個々の教員の裁量や力量に

委ねられる部分が大きいことなどがあります。 

このため、生徒の社会的・職業的自立に必要な力の育成に向けて、学校経営計画のさらな

る充実と徹底に向けた支援の充実・強化やシンプルなビジョン等の設定、学校の組織体制の

強化など、全教職員が学校の目標を共有する仕組みや、学校全体でＰＤＣＡサイクルを回し

ながら校長を中心とした組織マネジメントが効果的に推進されるチームとしての体制を構

築します。 

 

【主な取組】 

①すべての学校で全教職員が学校の目標や課題を共有し、方向性を合わせて取り組むため、

教職員が参画して策定する学校経営計画の充実を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルを回し

学校全体でチームとして組織的に取り組みます。こうした取組を支援するため、県教育委

員会の指導主事等の訪問指導・助言等を充実・強化します。 

 

②学校経営計画に、目標や方向性をより明確化するため、シンプルなビジョンや数値目標を

設定します。 

 

 ③学校組織の機能を強化する組織づくりを推進するため、管理職とともに学校組織マネジメ

ントに携わる主幹教諭の配置を拡充するとともに、各学校の課題に応じた校務分掌の組織

づくりや外部人材を活用した校内支援体制を充実します。 

 

④管理職の資質・指導力を育成するために、主幹教諭から校長までを対象とする学校組織マ

ネジメントを中核に据えた体系的な研修の内容のさらなる充実を図ります。 

 

・各学校において多様な学力や進路希望、障害の状況に対応した育成すべき力が明確化・

共有化されておらず、育成すべき力を実現するための取組も教員の個業に任され組織化

が十分でない状況がみられます。 

 

課題 

学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築 

 

対策 1-（1） 
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・学校を取り巻く課題は複雑化・困難化しており、育成すべき力を身に付けさせるため

には学校内の資源だけでは十分ではない状況があります。 

課題 

【概 要】 

さまざまな課題を持つ多様な生徒が入学してくる中で、生徒に社会的・職業的自立に必要

な力を身に付けさせるには、それぞれの生徒たちに応じた支援が必要となっています。 

そのため、個々の生徒の実態にしっかりと対応できる校内の組織体制の充実に向けて、地

域の人材等を活用するチーム学校としての取組を推進します。 

また、複雑化・多様化している生徒指導上の諸課題に対応するためには、教育相談体制を

整備することが重要であり、高度な専門知識・経験を有した外部人材を配置し、チーム学校

として組織的な支援の充実も図ります。 

 

【主な取組】 

①一人一人の生徒に応じたきめ細かな指導を充実するために、放課後や長期休業中の補力補

習やチーム・ティーチングによる授業で学習指導補助などを担う学習支援員の配置を拡充

します。 

 

 

外部・専門人材の活用の拡充 対策 1-（3） 

大学や企業との連携・協働の推進 

 

 

対策 1-（2） 

【概 要】 

学校を取り巻く課題は複雑化、困難化しており、生徒に社会的・職業的自立に必要な力を

身に付けさせるには、学校の活動のみで対応することは難しいため、地域の住民、大学、企

業との連携・協働が不可欠です。 

このため、生徒が多様な人々と触れ合いながら学べる機会を設け、生徒の社会的・職業的

自立に必要な力の育成に向けて、チーム学校としてキャリア教育をさらに推進します。 

 

【主な取組】 

①生徒が自分の進路を具体的にイメージしながら将来を設計していくことができる力（キャ

リアデザイン力）を育成するために、大学や企業等の施設見学やインターンシップ、また、

より良い対人関係を築くことや集団行動を円滑に行うなどの社会性を育てるためのソー

シャルスキルトレーニング、あるいは、社会人による講話などを実施します。 

 

②生徒たちが主体的・協働的に、地域が抱える課題について調査・分析を行い、課題解決の

ための方策を立案、実行し、地域の活性化につなげるような探究的な学習を一層充実させ

るための取組に対するＰＤＣＡサイクルを回しながら、地域や大学との連携をさらに充実

します。 
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②課題を抱える生徒一人一人の状況に応じた支援を充実するため、心理の専門家であるスク

ールカウンセラーや、社会福祉等の専門的な知識・技術を持ったスクールソーシャルワー

カーの配置をさらに拡充します。 

 

③各学校における運動部活動の指導の充実を図るとともに、教員の部活動指導にかかる負担

を軽減し、生徒に向き合う時間を確保するため、専門的な指導やスポーツ医・科学面から

のサポートができる運動部活動支援員の配置をさらに拡充します。 
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２ 「知」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

多くの高等学校では、義務教育段階での学習内容が十分に定着しないまま入学し、高校１

年生で学ぶ基礎的な科目の学習内容が理解できずに進級している生徒が一定数いることな

どの課題があります。 

このため、生徒の学力状況に応じたきめ細かな指導を通じて学力の向上を図るよう、カリ

キュラムの見直しや効果的な教材の活用を推進するとともに、学校全体でチーム学校として

組織的に取り組む体制を構築します。 

 

【主な取組】 

①義務教育段階の学力が定着していない生徒の学力の定着のために、習熟度別授業の中で

の継続的な指導や、学び直しのための科目を学校独自に教育課程に位置付けるなどの取

組を推進します。 

 

②授業改善に向けた教科会や校内研修を通して、教員間で指導方針や効果的な指導方法等

の共有を図るなど、組織的な指導・支援体制を構築します。 

 

③学習支援員の配置による放課後の補力補習等の充実、義務教育段階の学習内容に立ち返

りながら高等学校の内容を学習できる教材、実社会のつながりを踏まえて学習できる教

材の活用を促進します。 

 

④学習教材としてインターネットツールを活用し、個々の生徒の幅広い学力や進路希望に

応じた自主学習や家庭学習の定着を図ります。 

 

義務教育段階の学力の定着に向けた組織的な取組の充実 対策 2-（1） 

【概 要】 

高等学校に入学する生徒の学力や進路希望が多様化する中で、生徒の学習意欲を高め、進

路実現に向けた学力の向上を図るためには、就職や進学を希望する生徒一人一人に応じたき

め細かな指導が必要になります。 

そのため、就職希望の生徒には基礎的・基本的な知識の習得に加え、資格取得などを通じ

て専門的な知識・技能を身に付けさせるとともに、進学希望の生徒にはそれぞれの希望をか 

 

 

多様な学力・進路希望に対応した組織的な指導の充実 対策 2-（2） 

・義務教育段階の学力が定着していない生徒が多くいます。 

・多様な学力と進路希望への対応が十分ではありません。 

・思考力・判断力・表現力に弱さがみられます。 

・障害の重度・重複化等が進み、教育的ニーズが多様化しています。《特別支援学校》 

課題 
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【概 要】 

高等学校においては、これまで知識・技能の習得を目的とした、一方通行的な授業が主流

であったことから、思考力や判断力、表現力など、習得した知識・技能を活用し主体的に生

き抜くための力の育成が十分ではありませんでした。 

  このため、探究的な授業づくりの推進や、地域や大学等と連携した地域課題解決型の学習、 

生徒が学習活動の成果や意見等を発表・交流できる機会の充実にチーム学校として組織的に

取り組みます。 

 

【主な取組】 

①探究的な授業を県内全域で展開するため、教育センターのすべての年次研修においてアク

ティブ・ラーニングの科目を導入し、教員の指導力の向上を図ります。 

 

 

 

思考力・判断力・表現力の育成に向けた組織的な取組の推進 対策 2-（3） 

【主な取組】 

①希望する職業につなげるための専門的な技能や豊かな人間性を身に付けさせ、将来の進路実

現の可能性を広げる資格取得の支援を実施します。 

 

②生徒の将来の目標につなげるため、大学での授業体験や進学合宿、県内企業等におけるイン

ターンシップ、ビジネスマナー講座などの生徒の体験活動の一層の推進を図ります。 

 

③教員の生徒理解の力を高めるため、カウンセリングに関する理論・技法に関するホーム主任

全員を対象とした研修を実施します。また、教員と生徒が双方向でやり取りを行い作り上げ

る学習記録ノートのすべての高等学校への普及・活用を図ります。 

 

④教員の教科指導力や進路指導力の向上を図るため、校内での教科会や校内教科研修を充実さ

せるとともに、外部講師を招いた授業研修を強化します。 

 

⑤学習教材としてインターネットツールを活用し、個々の生徒の幅広い学力や進路希望に応じ

た自主学習や家庭学習の定着を図ります。【再掲】 

 

⑥中山間地域の小規模校などにおける教育の機会や質の確保を図るため、ＩＣＴを活用した遠

隔教育の研究を進め、配信・受信校における教育課程等の調整や授業方法を確立するなど、

効果的な遠隔教育システムを構築し、遠隔教育の導入を推進します。 

 

なえ、進学先での学習にもつながる学力が身に付くよう組織的に取り組んでいきます。 

また、生徒の学習意欲を高めるために企業や大学などでの体験活動等を取り入れたキャリ

ア教育を更に充実します。  

これらの取組を行うためには、教員の力量が問われることから、教科指導力や生徒理解力

を高める研修を組織的に行うとともに、その取組をＰＤＣＡサイクルによって点検・検証し

ながら教員の指導力向上の徹底を図ります。 
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【概 要】 

特別支援学校では、児童生徒の障害の重度・重複化等が進み、教育的ニーズも多様化して

います。この状況に対応するため、より専門的な知識や技能を有する外部の専門家と連携・

協力し、特別支援学校における専門性の向上を図るとともに、専門家と特別支援学校が協働

して小・中・高等学校への支援を行うセンター的機能を果たすことなど、チーム学校として

組織的に取り組むことにより、本県の特別支援教育を一層充実します。 

 

【主な取組】 

①特別支援学校教員の幅広い専門性の向上を図るため、免許法認定講習の受講を促進し、特

別支援学校教諭免許保有率の向上に取り組みます。 

 

②特別支援学校のセンター的機能の充実・強化を図るため、特別支援学校に理学療法士（Ｐ

Ｔ）や言語聴覚士（ＳＴ）など、より専門的な知識・技能を有する外部の専門家を配置・

派遣し、専門家と特別支援学校教員が小・中学校を支援する体制を構築します。 

 

③特別な支援が必要な児童生徒の社会的・職業的自立に向けて、授業改善や、現場実習先や

進路先の開拓を行うとともに、福祉・労働機関と連携した就労支援等、障害や特性に応じ

た進路指導を充実します。また、目標に向かって学習する意欲の向上や、望ましい職業観

を育むキャリア教育の充実を図るために、清掃や接客サービス等の技能検定を実施しま

す。 

 

④発達障害等の特性のある児童生徒や不登校状況にある児童生徒の学習意欲を高めるた

め、授業における視覚支援、デジタル教科書やインターネット等のメディアを利用した

授業等において、タブレット端末等ＩＣＴ機器を積極的に活用し、指導・支援の充実を

図ります。 

 

特別支援学校における多様な教育的ニーズへの対応の充実 対策 2-（4） 

②探究的な学習活動の充実を図るため、各学校において、まちおこしや防災など、実際の地

域課題の解決に向けた学習を地域や大学との連携により推進します。 

 

③県内大学や地域との連携により、生徒が学習活動の成果や意見等を発表できる機会を充実

します。 

 

④グローバルに活躍できる人材を育成するため、推進校においてグローバル教育（探究型学

習）と英語教育のプログラムを開発・実践し、その成果を県内の県立高等学校に普及しま

す。さらに、グローバル教育を先導的に進めるための新中高一貫教育校において、国際的

な視野を持って、思考力、判断力、表現力を育成する国際基準の教育プログラムである国

際バカロレア認定に向けた取組も推進します。 
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３ 「徳」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不登校、中途退学、早期離職が多く、特に不登校は中学校からの継続率が高くなっ

ています。 

・依然としていじめが発生しています。 

・目的や目標を持っていない生徒が多くいます。 

・社会性が身に付いていない生徒が多くいます。 

・自ら積極的に地域や社会と関わる意欲や機会が少ない生徒がいます。《特別支援学校》 

課題 

規範意識や自尊感情を育む組織的な取組の推進 

 

対策 3-（1） 

【概 要】 

生徒指導上の諸問題が起こる背景には、教職員の生徒理解が不十分であることや、中学校

とのギャップによって生徒が高等学校の生活に適応できないこと、生徒間のつながりの弱さ

などの課題があります。 

このため、中・高等学校の教員の連携による情報の共有の強化や高等学校入学後に円滑に

学校生活に適応するための取組、いじめ防止に向けた生徒の主体的な取組など、生徒指導上

の諸問題の未然防止に向けたチーム学校としての組織的な取組を推進します。 

 

 

 

生徒指導上の諸問題の未然防止のための仕組みの構築 対策 3-（2） 

 

【概 要】 

  高等学校における不登校、中途退学等の生徒指導上の諸問題や生徒の目的意識の弱さ、ま

た、社会性が育っていないといった要因の一つとして、自尊感情や規範意識の醸成が小・中

学校段階から十分身に付いていないことがあげられます。 

  このため、各学校においては、一人一人の人権が尊重される学校・学級づくりや、生徒の

持つ力や良さを引き出し、学ぶ意欲を高める取組の推進、部活動の充実などにチーム学校と

して組織的に取り組むことにより、生徒の規範意識の向上や自尊感情の醸成を図ります。 

 

【主な取組】 

①生徒の人権意識の向上と、一人一人の人権が尊重される学校・学級づくりに向けて、各教

科、特別活動、総合的な学習の時間等のそれぞれの特徴に応じて、教育活動全体を通じた

人権教育を推進します。 

 

②教員と生徒が常時かかわりを持つことができるように、教員と生徒が双方向でやり取りを

行い作り上げる学習記録ノートを活用した取組を推進します。 
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【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

生徒指導上の諸問題については、その発見や対応が遅れることにより、場合によっては取

り返しのつかない事態に至るおそれもあるため、教職員による生徒の観察や働きかけを通し

て、問題行動の早期発見や対応を奨励していきます。 

特にいじめは、生徒の命にかかわる事案として、学級担任が一人で抱え込むことがないよ

う、学校全体でチームとして危機感を持った迅速な対応ができる体制を整えるとともに、関

係機関との連携や役割分担によるきめ細かな対応や支援を徹底します。 

 

【主な取組】 

①支援や配慮を必要とする生徒への支援を充実するために、中学校からの引き継ぎシート等

の情報をもとに、関係教員やスクールカウンセラーなどを構成員とする校内支援委員会に

おいて対応等を検討し、個別の指導計画を作成します。 

 

②いじめの早期解決を図るために、学校内のいじめ防止等の対策のための組織のもとで、い

じめ防止対策の進捗管理や評価を行うとともに、いじめが発見された場合には、校長のリ

ーダーシップによりこの組織に情報を集約し、教職員の間で共有し、学校全体で迅速に対

応します。 

 

生徒指導上の諸問題の早期発見・早期解決のための仕組みの構築 

 

対策 3-（3） 

①支援や配慮を必要とする発達障害等のある生徒に対して、その指導・支援の内容を中学

校と高等学校の間で確実に引き継ぎます。 

 

②高等学校入学後早くからすべての生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、入

学後の早い段階で合宿を実施するなど学級集団づくりを推進するとともに、すべての高

等学校において生活や学習方法に関するオリエンテーションを実施します。 

 

③いじめ問題等の防止に向けた児童生徒の主体的な取組を推進するため、小・中・高・特

別支援学校の児童会・生徒会の代表者が集まり、いじめ問題等をテーマに実践交流や協

議を行う交流集会を開催するとともに、その成果を各学校の取組に活かします。【再掲】 
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【概 要】 

生徒が、自分自身の将来像やその実現のために取り組むべきことを明確に思い描けないた

め、学習に対する目的意識が弱く、社会生活を営むうえでの社会性等のスキルが十分身に付か

ない状況があります。 

このため、目的意識を醸成し社会性を育成するため、キャリア教育の一層の充実を図るとと

もに、各学校で、生徒に身に付けさせるべき力を明確化したうえで、教職員で共有し、外部の

人材も活用しながら、チーム学校として組織的な取組を推進します。 

 

【主な取組】 

①生徒が自分の進路を具体的にイメージしながら将来を設計していくことができる力（キャリ

アデザイン力）を育成するため、大学や企業と連携・協働し、社会的・職業的自立に向けた

キャリア教育をさらに推進します。【再掲】 

 

②対人関係に課題があるなど、社会性が身に付いていない児童生徒にソーシャルスキルトレー

ニングを実施するなど、キャリア教育を充実します。 

 

③社会に出て必要な基礎力を学校の教育活動全体を通じて身に付けさせるとともに、資格取得

の促進に向けた対策講座や、専門的なスキルを持った講師によるビジネスマナー講座等の実

施をさらに強化します。 

 

 

 

 

 

目的意識の醸成や社会性の育成に向けた組織的な取組の充実 対策 3-（4） 

【概 要】 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築には、その基盤となる障害に

対する正しい理解とともに、障害のある児童生徒には、社会参加に向けた意欲の醸成や社会

性を育む取組が大切です。 

このため、居住地校交流など障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ学校間

交流などの機会の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が互いに理解し合うための学習の機会として、

特別支援学校と小・中学校、高等学校との学校間交流、特別支援学校のある地域との交流、

居住地校交流（特別支援学校で学習する児童生徒が、居住地域の小・中学校において行う

交流及び共同学習）等を積極的に推進します。 

社会参加に向けた意欲の醸成や社会性を育む組織的な取組の充実《特別支援学校》 対策 3-（5） 
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４ 「体」の課題・対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

生涯にわたってスポーツを継続するためには、自己に適した楽しみ方やかかわり方がある

ことを理解し、卒業後のスポーツライフにつながる体育授業の実践が必要です。 

  このため、授業の質を高め合うことができる仕組みづくりやスポーツへの興味・関心を高

める取組等をチーム学校として組織的に推進することにより、個々に応じたスタイルでスポ

ーツにかかわることができる生徒を育てます。 

 

【主な取組】 

①総合型地域スポーツクラブの取組や各種スポーツ大会などの本県の地域スポーツ活動を

紹介した教材を作成し、体育授業で活用することにより、生徒が個々のライフスタイルに

応じたスポーツとのかかわり方を発見し、卒業後もスポーツに親しむようにいざないま

す。 

 

②体育学習の評価に関する手引きを活用して、各学校において、その実態に応じて、適切な

評価規準や評価方法の基準づくりを行います。 

 さらに、この基準に基づいて教科会の充実を図るなど、教員同士が日常的に授業の質を高

め合う仕組みを作ります。【再掲】 

 

③2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を好機と捉え、スポーツ交流や、ボ

ランティア育成等の取組により、身近な地域におけるスポーツ活動への参加を活性化する

とともに、授業や生徒対象のサミットなどを通じてオリンピック・パラリンピックに対す

る理解を促進することで、若い世代のスポーツ人口の増加につなげます。 

 

体育授業の改善 

 

 

対策 4-（1） 

・小・中学生に比べて高校生の運動・スポーツの実施頻度や 1 日の実施時間が少ない

状況にあります。 

・高等学校・特別支援学校では、将来の多様なスポーツライフにつなげる取組が十分

ではない状況がみられます。 

・ネット依存等により、健康的な生活習慣が十分に定着していない状況がうかがえま

す。 

・運動部活動では、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた指導が十分に行われていない 

 

 

課題 
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【概 要】 

運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向上や健康の

増進だけでなく、生徒の自主性や協調性、責任感を育むととともに、各種大会等での活躍が

仲間や教職員との連帯感を高める等、学校全体の知・徳・体の向上に相乗効果をもたらしま

す。 

本県においては、競技の専門的な指導者の不足、部員の減少、生徒のスポーツに対する嗜

好の多様化などから、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた教育的配慮ある活動が実施さ

れにくい状況がみられます。 

このため、指導者の資質向上のための取組や、優秀な外部指導者の招へいなどを行うこと

により、運動部活動のさらなる充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①技術的・戦略的な指導やコンディション管理などの専門的な指導ができる外部指導者やス

ポーツ医・科学面からサポートできるスポーツトレーナー等の派遣を拡充します。 

 

②将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を

身に付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。 

 

運動部活動の充実 対策 4-（3） 

【概 要】 

近年、スマートフォンや携帯電話の過度な利用などから睡眠時間が少ない生徒の割合が高

くなっており、健康面への影響が心配されます。 

このため、学校組織全体で健康教育の充実に取り組む体制づくりを進めるとともに、学

校・家庭・地域が連携した取組を推進するなど、学校全体でチームとして健康教育の充実を

図ります。 

 

健康教育の充実 

 

 

対策 4-（2） 

【主な取組】 

①初任者研修において健康教育に関する研修を実施するとともに、各学校の健康教育の中核

となる教員全員を対象に、教職員全体で取り組む健康教育に関する研修を実施します。 

また、退職養護教諭の派遣による経験の浅い養護教諭等への支援や、学校保健における健

康教育、健康管理の充実のための学校保健課題解決協議会による課題解決に向けた取組を

推進します。 

 

②自己の健康管理と将来親になるための学習を通して、個人及び社会生活における健康のあ

り方の理解が深まるよう、小学校から高校まで系統立った健康教育の副読本の活用を徹底

し、各学校における健康教育の充実と、家庭や地域と連携した取組を進めます。 
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③各競技団体や体育連盟の各競技専門部などが、これまで以上に県外の優秀な指導者を招へ

いする取組の拡充を図ります。【再掲】 

 

④生徒の減少が進む中山間地域の学校における運動部活動のあり方や、指導者の資質向上等

の課題を解決するため、関係者による検討会や研究会において、多様なスタイルの部活動

や大会、効果的な指導方法、安全管理と事故防止の徹底などの研究や対策を実施します。

【再掲】 
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１ 知・徳・体に共通する課題・対策 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

厳しい環境にある子どもたちの貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切る支援策を徹底する   

 
家庭の生活の困窮等の厳しい環境にあるがゆえに、学力の未定着、いじめや不登校、虐

待や非行などといった困難な状況に直面している子どもたちの貧困の世代間連鎖を教育に

よって断ち切ることを目指して、保育所・幼稚園等や学校をプラットフォームとして、地

域と学校との連携・協働体制を県内全域で構築しながら就学前から高等学校までの一貫し

た支援策を推進します。 

【概 要】 

家庭は子どもの育つ基盤であり、豊かな心や人間性を育むうえで重要な役割を担っていま

すが、生活の困窮などを背景に、子育てに悩みなどを抱える保護者も多い中で、今一度、地

域全体で保護者が子どもの教育にかかわる意識を高めていくことが重要です。 

このため、身近な地域や保育所・幼稚園等、学校を単位として、保護者に対する啓発を積

極的に行い、家庭の教育力の向上につなげていきます。 

 

【主な取組】 

①配慮が必要な保護者の子育て力の向上のため、加配保育士等による個別の支援を充実し、

保護者に子育てに関する責任の自覚や意欲を高めてもらうとともに、保育所・幼稚園等の

行事への参加を促す取組を推進します。 

 

②各地区で開催するＰＴＡの研修会などを通じて、保護者をはじめ教員・行政が地域の子ど

もたちを取り巻く様々な課題を共有し、ＰＴＡの具体的な活動につなげていくことを促し

ます。また、ＰＴＡ活動を活性化させ、多くの保護者の参画を得るための関係者の取組を

支援します。 

 

③保護者を対象とした子育て講座など、市町村における家庭教育の取組を支援するととも

に、保護者や地域の子育て支援関係者が交流しながら学び合うための学習教材の活用促進

を図り、互いに子育ての悩みや不安を共有しながら、身近な地域で保護者を支え合う関係

づくりにつなげていきます。 

保護者に対する啓発の強化 

 

対策 1-（1） 

・家庭の教育力の弱さが子どもたちの知・徳・体の育成に影響しています。 課題 

-52-



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【概 要】 

家庭の厳しい経済状況を背景に、高等学校進学や就学の継続が難しい子どもがいます。ま

た、満３歳未満児の保育料は、満３歳以上児と比較すると高額になっており、保育料に係る

経済的負担が大きく、子育ての負担感が増しています。 

このため、小・中・高等学校において、それぞれ就学のための経済的支援を行うとともに、

多子世帯を対象に満３歳未満児の保育料を軽減します。 

 

【主な取組】 

①就学援助制度を各市町村が安定的かつ充実した内容で運用していくことができるよう、必

要な情報提供や助言を行うとともに、国に対して、十分な財政措置を講ずるよう働きかけ

ていきます。 

放課後子ども総合プランでは、働く保護者のニーズに応じた放課後児童クラブなどの開設

時間の延長や就学援助世帯等の子どもたちの利用料の減免に対する財政支援を拡充しま

す。 

 

②経済的な理由で就学が困難な生徒に対し、就学支援金を支給することにより、高等学校等

における授業料の軽減を進めるとともに、高校生等がいる低所得世帯を対象に奨学給付金

を支給することにより、教科書や教材費、学用品、ＰＴＡ会費等の授業料以外の教育費負

担の軽減も図ります。 

また、高等学校等の生徒に対して、成績基準がなく、貸与月額を選択できるなど、利用し

やすい無利子奨学金の貸与をさらに進めます。 

 

③18歳までの子どもが３人以上いる家庭の経済的負担を軽減するため、第３子以降３歳未満

児の保育料を無料化（軽減）します。 

 

保護者の経済的負担の軽減 対策 1-（3） 

【概 要】 

家庭の抱える課題は多様化・複雑化しており、厳しい環境にある子どもたちの貧困の世代

間連鎖を断ち切るためには、保護者に対する啓発の充実に止まらず、学校と地域が力を合わ

せ、地域ぐるみで子どもの成長を見守り支えていく体制づくりが不可欠です。 

このため、学校と地域が連携・協働し、家庭の教育力を補完しながら、学校をプラットフ

ォームとして、厳しい環境にある子どもたちを支える対策を推進します。 
 

※主な取組については、この基本方向２の中で後述する知・徳・体のそれぞれの取組にお

いて詳述します。 

学校や地域の力による家庭の教育力の補完 対策 1-（2） 

・家庭の厳しい経済状況を背景に高校進学や就学の継続が難しい子どもがいます。 課題 
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【主な取組】 

【概 要】 

平成 22年度の国勢調査によると、本県の 15～39歳の若年人口のうち、無業者の数は 2,706

人と全体の 1.41％を占めており、全国ワースト８位となっています。さらに、高等学校中途

退学者数は平成 26年度で 417人と全体の 2.1％にのぼり、全国ワースト２位と深刻な状況に

あるなど、多くの若者が厳しい環境に置かれています。 

こうした社会的自立が困難な若者の中には、在学中にいじめや不登校を経験するなどし

て、今も社会に一歩を踏み出せずにいる者も多くいます。 

このため、このような若者を一人でも多く社会に送り出せるよう、若者の自立と学び直し

を支援します。 

 

【主な取組】 

①いわゆるニートや引きこもり傾向にある若者の支援機関である「若者サポートステーショ

ン」により多くの若者をつなげ、就学や就労に向けた支援を行います。 

また、サポートステーションへの通所が困難な若者や、引きこもり・不登校などの若者を

支援につなげるために、出張相談や家庭訪問等のアウトリーチ型支援を拡充します。 

 

 

・高校中途退学等により社会的に自立することに困難な事情を抱えている若者がいま 

す。 

課題 

高校中途退学者等の就学・就労に向けた支援の充実・強化 対策 1-（4） 
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【概 要】 

小・中・高校生のスマートフォン等の所持率が急速に高まる中、長時間の使用による学習・

生活習慣の乱れや、ネットいじめやネット犯罪の増加など、インターネットの不適正な利用

に伴うさまざまな問題が深刻化しつつあります。こうした問題の改善に向けては、児童生徒

はもとより、周囲の大人も含めてインターネットの適正な利用を促進していく必要がありま

す。 

このため、学校での情報モラル教育を推進するとともに、インターネットの適正な利用に

向けての児童生徒の主体的な取組の促進、保護者に対する啓発の強化などにより、学校・家

庭・地域でのインターネットを適正に利用するためのルールづくりなどを県民運動として推

進します。 

 

【主な取組】 

①学校での情報モラル教育を推進するとともに、小・中・高・特別支援学校の児童会・生徒

会の代表を集めた児童会・生徒会交流集会により、児童生徒の主体的な取組を促進し、児

童生徒・保護者・教職員の三者による、家庭や地域、学校ごとのルールづくりにつなげま

す。 

 

②ネット問題に関する県民フォーラムでのアピールを受けて、その周知を図るための啓発リ

ーフレット等の作成・配布を行うとともに、ネット問題をテーマにしたＰＴＡ研修等を積

極的に支援することで、ＰＴＡや家庭でのルールづくりなど具体的な取組につなげます。 

・スマートフォン等の不適正な利用が子どもの知・徳・体の育成に悪影響を与えてい

ます。 

課題 

ネット問題に対する県民運動の推進 対策 1-（5） 
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２ 「知」の課題・対策 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【概 要】 

家庭の生活の困窮や教育力の低下などを背景に、学校以外での学習の機会が十分に与えら

れず、学力の未定着という困難な状況に直面している子どもたちがいます。 

こうした子どもたちの基礎学力の定着と向上、学習習慣の定着や学ぶ意欲の向上を図るた

め、小・中・高等学校の各段階で学習支援員の配置を拡充し、学校が行う放課後の補充学習

の充実などに取り組むとともに、放課後子ども総合プランの推進により地域と連携・協働し

て放課後の学びの場を充実します。 

 

【主な取組】 

①小・中学校が主体的に実施する放課後等の補充学習において、学習のつまずきに早期に対

応し、よりきめ細かな個別指導や家庭学習指導を行うため、放課後等学習支援員の配置を

拡充し、一人一人の状況に応じた学習機会の充実を図ります。 

また、学力に課題のある子どもたちのつまずきの解決には授業からの一貫した個別指導が

必要であるため、授業から放課後までの学習支援を担う学習支援員の配置も拡充します。 

 

②高等学校において義務教育段階の学力の定着に課題のある生徒に対して、個々の生徒の学

力の状況に応じたきめ細かな指導を行うことで基礎学力の定着と向上を図るため、放課後

や長期休業中の補力補習、チーム・ティーチングの授業における学習指導の補助などを行

う学習支援員の配置を拡充します。 

 

③放課後等における子どもたちの安全・安心な学びの場である放課後児童クラブや放課後子

ども教室において、地域の多くの方々の参画を得て学習習慣の定着や学ぶ意欲の向上につ

ながる取組を充実し、子どもたちの学びを支援します。 

 

④放課後等の学習の場における学習活動を充実させるため、子どもたち一人一人が使える教

材等の購入を支援します。 

放課後等における学習の場の充実 対策 2-（1） 

・家庭の教育力の弱さが子どもの学力に影響しています 。 

・学習できる環境にない家庭が多く、家庭学習の時間が十分に確保されていません。 

課題 
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【概 要】 

本県には、厳しい環境にあるがゆえに、不登校などの生徒指導上の諸問題を抱え、学校や

放課後の学習支援などの学びの場に参加できない子どもたちがたくさんいます。 

このため、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充し、子どもたちの学びの場への参加

を促す取組を充実・強化します。 

 

 

【主な取組】 

①個々の子どもや家庭が抱える課題に寄り添い、解決に向けたきめ細かな支援を行いなが

ら、子どもたちの登校や放課後の学びの場への参加等を促すため、スクールソーシャルワ

ーカーの配置を拡充します。 

 

 

厳しい環境にある子どもの学びの場へのいざない 

 

対策 2-（2） 
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３ 「徳」の課題・対策 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【概 要】 

家庭の厳しい経済状況を背景に、子どもに向き合う余裕のない保護者が多くいる中で、子

どもたちに規範意識や自尊感情、豊かな感性などを育むためには、子どもに対して時には保

護者のようにかかわり、温かい眼差しを送る地域の存在が不可欠です。 

このため、学校支援地域本部の活動の充実を図るとともに、放課後子ども総合プランを推

進することにより、地域全体で子どもたちを見守り育てる体制づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

①学校支援地域本部の設置を促進し、子どもたちの地域行事への参加や清掃活動などの多様

な体験活動を充実することなどにより、豊富な知識・経験を持つ地域の方々と子どもたち

との交流を深め、規範意識や自尊感情などの育成を図ります。 

また、登下校時の子どもたちへの声かけや交通安全指導などの活動により、地域ぐるみで

子どもたちを見守り育てる体制づくりを推進します。 

 

②放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置を促進し、子どもたちが地域の多くの方々に

活動を見守られながら、安全で安心して過ごせる放課後の居場所を確保します。 

 

③地域による子どもたちの見守り機能を強化するため、学校支援地域本部や放課後子ども教

室の活動に携わるボランティアの方々に、児童虐待やいじめ等の子どもたちを取り巻く現

状について理解を深めていただくとともに、学校支援地域本部等と福祉関係機関との連携

を促進します。 

 

地域全体で子どもを見守る体制づくり 

 

対策 3-（1） 

【概 要】 

子どもたちを取り巻く環境が厳しさを増す中で、生徒指導上の諸問題の解決などを図って

いくためには、県内の教育相談支援体制の充実・強化を図るとともに、学校においては外部

の専門人材を活用して組織的な取組を推進していくことなどが必要です。 

このため、多様な相談に対する窓口となるとともに、問題の解決まで継続的に寄り添うワ

ンストップ＆トータルな相談支援に対応できるよう、心の教育センターの体制を強化すると

ともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充、関係機関との連

携による非行防止の取組などを進めます。 

 

 

 

 

 

専門人材、専門機関との連携強化 

 

対策 3-（2） 

・規範意識を育むための家庭でのしつけが十分ではない状況がみられます。 

・自尊感情を育むための家族のふれあいが十分ではない状況がみられます。 

・豊かな感性を育むための体験活動の機会が十分でない状況がみられます。 

 

課題 
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【主な取組】 

①スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充により、子どもたちや保

護者等が不安や悩みをいつでも気軽に相談できる体制を構築し、子どもたちや家庭が抱え

る課題への多角的な支援の充実を図ります。  

 

②県内の教育相談の中枢機関である心の教育センターに、高度な専門性を有するスクールカ

ウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを新たに配置し、いじめなど学校生活での悩

みやトラブル、不登校、虐待など家庭における問題などの子どもたちが抱えるすべての教

育課題に関する相談を一元的に受理し、学校や関係機関との連携のもとで課題の解決まで

寄り添うワンストップ＆トータルな支援体制を構築します。 

 

③心の教育センターは、幅広い教育相談を受け付けるワンストップ機能を高めるとともに、

課題解決に向けて関係機関を活用するコーディネーター機能を高めるため、県内における

各種相談窓口や児童・青少年支援機関との連携を強化します。 

 

④各市町村の要保護児童対策地域協議会において支援が必要と考えられている子どもたち

についての支援策を検討する際に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

が参加し、効果的な支援が図られるよう努めます。 

 

⑤「高知家の子ども見守りプラン」に基づき、知事部局、教育委員会、警察本部が連携して、

非行を未然に防ぐ「予防対策」、非行の入口にいる子どもたちを非行に向かわせない「入

口対策」、立ち直りを支援する「立ち直り対策」の３つの対策を推進することで、少年非

行を防止していきます。 
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４ 「体」の課題・対策 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【概 要】 

家庭の生活の困窮や教育力の低下などを背景に、家庭における運動やスポーツを行う機会

が十分でない子どもたちがいます。 

このため、地域のスポーツにかかわる人材や総合型地域スポーツクラブ等の協力のもと、

学校と地域が連携し、子どもたちが運動する機会の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①地域のスポーツにかかわる人材の協力による運動部活動に対する支援の充実や、総合型地

域スポーツクラブと運動部活動との連携等により、子どもたちが日常的に運動やスポーツ

に触れる機会の拡大を図ります。 

運動・スポーツの機会の提供 

 

対策 4-（1） 

【概 要】 

子どもの生活習慣は、保護者の生活習慣に大きく影響されることから、子どもたちの基本

的生活習慣を育成するためには、まず、保護者の健康的な生活習慣に関する意識を向上させ

る必要があります。 

このため、子どもの頃からの健康的な生活習慣づくりに向けた取組や、子どもの生活環境

の改善に向けた相談支援体制の充実、健康教育の副読本の活用等により、保護者に対する啓

発を強化します。 

 

【主な取組】 

①保育所・幼稚園等において、保護者を対象とした学習会などにより基本的生活習慣の定着

を促すための取組を実施することにより、保護者の子どもとのかかわり方や乳幼児期から

の望ましい生活習慣の重要性についての保護者の理解を促進し、子どもの健やかな育ちに

つなげます。  

 

②スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充により、子どもたちの食

生活をはじめとする生活環境の改善につながる相談支援体制を充実します。  

 

③小学校から高等学校までの系統的な健康教育の副読本を活用し、子どもたち及び保護者等

の健康的な生活習慣への意識を向上します。 

 

保護者に対する啓発の強化 

 

対策 4-（2） 

・家庭における運動やスポーツを行う機会が十分ではない状況がみられます。 

・基本的な生活習慣が十分に身に付いていない子どもがみられます。 

・欠食がみられる子どもたちがいます。 

 

 

課題 
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欠食がみられる子どもへの支援 

 

対策 4-（3） 

【概 要】 

厳しい経済状況等を背景として、家庭で十分に食事をとることができないなど、食生活の

面で厳しい状況にある子どもたちがいます。 

こうした子どもたちとその家庭の状況を把握するとともに、必要に応じて福祉部門との連

携を図ります。 

 

【主な取組】 

①欠食がみられるなど食生活の面で厳しい状況にある子どもを学校などで把握した場合に

は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携して、子どもやその背景

にある家庭の状況の把握に努め、課題に応じて要保護児童対策地域協議会や児童相談所な

どの福祉部門と情報を共有し、連携して課題の解決にあたります。 

 

②家庭の厳しい経済状況等を背景とした欠食状況にある子どもたちに対し、地域のボランテ

ィア等による食事提供の活動を支援します。 
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５ 就学前における課題・対策 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

核家族化や厳しい経済状況等を背景に、子どもに向き合う余裕がなかったり、子育てに不安や

悩みを抱えたりしている保護者が多くいます。また、保護者の生活習慣の乱れや子どもへのかか

わりの少なさが、子どもの基本的生活習慣の未定着につながっている場合があります。 

このため、良好な親子関係や子どもへのかかわり方について保護者の理解を深めることができ

るよう、保護者を対象とした研修を充実するとともに、乳幼児期からの基本的生活習慣の定着を

図るための取組を推進します。 

【概 要】 

保育所・幼稚園等において、子どもを育てる親の力を高める親育ち支援の必要性は浸透し

てきているものの、子どもへのかかわり方が分からなかったり、子育てに不安や悩みを抱え

たりしている保護者に対して、適切な支援が十分行われていない現状があります。 

このため、日常的・継続的に親育ち支援を行うことができるよう、保育者の親育ち支援力

の向上を図ります。 

 

【主な取組】 

①複雑化・多様化する保護者の不安や悩みに対応し、保護者に寄り添った支援を行うため、

管理職のリーダーシップのもとで、保育所・幼稚園等がチームとして親育ち支援に取り組

むとともに、必要に応じて関係機関と連携して支援する体制を整えます。 

 

 ②保育者が親育ち支援の必要性や保護者へのかかわり方等について理解を深め、日常的・継

続的に支援を行うことができるよう、保育者の親育ち支援力向上のための研修を充実する

とともに、より多くの保育者に研修機会が提供できるよう、市町村単位の研修を実施しま

す。 

 

③各保育所・幼稚園等において、親育ち支援の中核となる保育者が園内の保育者の支援を行

うことができるよう、中核となる保育者の資質の向上を図るとともに、その保育者が役割

を十分果たせるように支援します。また、近隣の市町村内における中核となる保育者同士

がネットワーク化を図り、関係機関とも連携を図りながら、地域の課題に応じた研修を実

施することを支援します。 

・子どもに向き合う余裕のない保護者や子育てに不安や悩みを抱える保護者が多くい

ます。 

・家庭の生活困窮等により、厳しい教育・保育環境に置かれている子どもたちがいま

す。 

・保護者の生活習慣の乱れが子どもの基本的生活習慣の未定着につながっている場合

が多くあります。 

課題 

保育者の親育ち支援力の強化 

 

対策 5-（1） 

保護者の子育て力向上のための支援の充実 

 

対策 5-（2） 

-62-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

①保育所・幼稚園等において、良好な親子関係や子どもへのかかわり方について保護者の理

解を深めるための講話やワークショップを行い、保護者の子育て力の向上を図ります。ま

た、多くの保護者が講話等や行事に参加することにつながるよう、保育者と保護者のコミ

ュニケーションがより密になり、相互理解が深まる取組を推進します。 

 

②配慮が必要な保護者の子育て力の向上のため、加配保育士等による個別の支援を充実し、

保護者に子育てに関する責任の自覚や意欲を高めてもらうとともに、保育所・幼稚園等の

行事への参加を促す取組を推進します。【再掲】 

 

③保育所・幼稚園等において、保護者を対象とした学習会などにより基本的生活習慣の定着

を促すための取組を実施することで、保護者の子どもとのかかわり方や乳幼児期からの望

ましい生活習慣の重要性についての保護者の理解を促進し、子どもの健やかな育ちにつな

げます。【再掲】 

 

 

 

【概要】 

生活の困窮という経済的要因のみならず、家庭における教育力の低下などを背景に、さま

ざまな課題を抱え、個別の支援が必要な子どもや家庭が増えています。 

また、核家族化や少子化等により地域とのかかわりが薄れ、身近で温かみのある地域の中

での見守りや細やかな支援の充実が求められています。 

このため、保育所・幼稚園等と家庭や地域等とが連携を図り、子どもたちが健やかに育つ

ことのできる環境づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

①厳しい環境にある子どもの保護者に対して、つながりを築いたうえで関係機関が連携して

支援していくため、小学校との円滑な接続や子ども一人一人の支援計画の作成への支援、

進捗状況の把握等を行うコーディネーターや、保育所における家庭訪問や地域連携等を担

当する加配保育士の配置を拡充します。 

 

②地域のマンパワーを活用した子育て支援を行う仕組みとして、高齢者や子育て世代の交流

や一時的に子どもを預けることもできる場所等を併せ持つ多機能型保育等の設置を進め

ます。 

 

 

保育所・幼稚園等と家庭や地域等との連携の充実 

 

対策 5-（3） 

-63-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・幼稚園等において、園評価※を適切に実施すること等により、組織マネジメン

ト力の強化や保育者の教育力・保育実践力の向上を図り、県内どこにいても、質の高い教

育・保育を受けることができる環境づくりを進め、子どもの「生きる力」の基礎を育みま

す。 

※保育所・幼稚園・認定こども園をあわせて「園」と表現しています。以下同じ。 

就学前の子どもたちの教育・保育環境の整備を進め「生きる力」の基礎をつくる 

【概 要】 

保育所保育指針、幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、

保育所・幼稚園・認定こども園での質の高い幼児教育・保育の提供が求められていますが、

これらには具体的な指導方法が明確に示されていません。 

このため、幼児期の特性を踏まえた質の高い教育・保育内容の指導方法や保護者支援のあ

り方等を示したガイドラインを策定し、園全体で組織的に活用されるよう取り組みます。 

 

【主な取組】 

①保育所保育指針・幼稚園教育要領等を踏まえ、保育者に求められる資質や保育所・幼稚園

等で実践すべき具体的な指導方法、保護者支援・地域の子育て支援のあり方等を盛り込ん

だガイドラインを新たに策定します。 

 

②策定したガイドラインについて、市町村等の園長代表者会での説明や幼保支援アドバイザ

ー・指導主事の直接訪問等により周知を図るとともに、園での活用を促進し、質の高い幼

児教育･保育の実現に向けて取り組みます。 

・保育所保育指針・幼稚園教育要領等を踏まえて保育所・幼稚園等で実践すべき具体

的な指導方法が明確にされていません。 

・就学前と小学校の教育の違いが教員や保育者に十分に認識されておらず、小１プロ

ブレムが発生しています。 

・発達障害等の特別な支援が必要な乳幼児の増加や障害の多様化により、専門的な教

育・保育が求められています。 

課題 

【概 要】 

これまで保育所・幼稚園等において組織的な取組が徹底されていない背景には、管理職の

経営ビジョンや指針が明確に示されていないことや、教育・保育の大部分が個々の保育者の

裁量や力量に委ねられる傾向にあることなどがあります。 

このため、園の経営方針や教育・保育目標を全職員で共有し、方向性を合わせて取り組む

など、管理職を中心とした組織マネジメントが効果的に推進されるチームとしての体制を構

築します。 

 

①教育・保育内容のガイドラインを踏まえた園の経営計画に基づく PDCAサイクルの確立 

教育・保育内容のガイドラインを踏まえ、保育所・幼稚園等が作成する経営計画や経営

保育所保育指針・幼稚園教育要領等に沿った指導方法の確立 

 

対策 （1） 

保育所・幼稚園等での組織力・実践力の向上に向けた組織マネジメント力の強化 対策 （2） 
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【概 要】 

管理職は園経営の責任者として明確なビジョンを持ち、組織の中でリーダーシップを発揮

することが重要です。また、保育者は、教育・保育の質の向上に向けて、経験や職責に応じ

た指導力を身につける必要があります。 

このため、研修の体系や内容の見直しを行い、保育者のキャリアステージに応じた資質・

指導力の強化を図ります。 

 

【主な取組】 

①保育者の職責に応じた専門性・実践力の向上のため、キャリアステージに応じて身に付け

るべき力を示した指標を作成し、初任者・中堅者・管理職の職責にあった研修体系を見直

すなど、研修内容の充実を図ります。 

 

②保育者が研修への参加をしやすくするため、代替保育者の確保について支援します。 

保育者のキャリアステージにあった資質・指導力の強化 

 

対策 （3） 

【概 要】 

 幼児期の教育と小学校教育では教育内容や指導方法が異なっているものの、子どもの発達

や学びをつなげるために幼児期の教育と小学校教育が円滑に接続し、保育所・幼稚園等や学

校が組織全体で対応することが重要です。しかし、このような保幼小の接続の取組がまだ十

分に行われていない現状があります。 

 このため、県版の保幼小の接続期カリキュラムを開発するとともに、それに準じて市町村

がそれぞれの実態に応じた保幼小接続期カリキュラムを作成し、実践することで幼児期の教

育と小学校教育を円滑に接続できるようにします。 

 

 

①市町村の課題に合わせた保幼小接続プランの策定・実施の促進 

幼児期の教育・保育への理解を深め、保育所・幼稚園等での幼児の学びと小学校での学

びをつなぐために、市町村それぞれの地域の実態に即した保幼小連携についての研修を支

援し、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図ります。 

また、高知県内の保幼小の接続を促進させるために、保幼小の教職員・保育士の交流・

連携や、幼児と児童の交流、接続期カリキュラム（入学前アプローチカリキュラム・ 小

学校入門期スタートカリキュラム）の作成等、保幼小連携についてのモデルプランを研究

実践・策定し、その研究成果を県内各市町村の取組に活かします。 

 

保幼小の円滑な接続の推進 

 

対策 （4） 

【主な取組】 

①管理職の組織マネジメント力を高めることにより、園の経営方針や教育・保育目標を全職

員で共有するとともに、ガイドラインに基づいた教育・保育の実践がチームとして行われ

るよう、幼保支援アドバイザーや指導主事による訪問指導・助言等を充実します。 

 

②保育所・幼稚園等が実施する園内研修への支援を充実し、各園の自主的・計画的な研修の

実施を促進します。また、地域ブロック内の各園がネットワーク化を図り、合同の研修会

を実施することや、園内研修の中核を担う保育者を育成することによって、保育者の実践

力の向上を図ります。 

【主な取組】 

①各市町村における保幼小接続の取組を促進するため、モデルとなる県版接続期カリキュラ

ムを作成し、各市町村が地域の実態に応じた接続期カリキュラムを作成できるよう支援し

ます。 
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【概 要】 

 発達障害等のある子どもが増加傾向にあり、そうした子どもに対する専門的な指導・支援が

必要となってきています。 

 このため、保育所・幼稚園等における指導・支援内容の充実と小学校へ円滑に引き継ぐため

のシートの作成・活用を徹底し、子ども一人一人の特性に応じた計画的・継続的な指導・支援

を園全体で実施します。 

 

【主な取組】 

①保育者の専門的な指導・支援の実践力の向上を図るため、キャリアステージに応じた研修

や専門性を高める研修を実施し、保育者や園全体が組織的に発達障害等の理解を深め、特

別な支援を必要とする子どもたちの教育・保育を充実します。 

 

②子ども一人一人について、指導・支援の目標や内容、方法等をまとめた個別の指導計画を

作成し、管理職を中心として園全体で指導計画の円滑な実施が行なえるよう支援します。 

 

③発達障害等のある子どもへの指導・支援内容を保育所・幼稚園等と小学校との間で確実に

つなぐためのシートなどを活用し、保幼小間での引き継ぎを徹底します。 

 

発達障害等のある乳幼児への専門的な指導・支援の充実 

 

対策 （5） 

②各市町村において作成された接続期カリキュラムに基づく、保幼小の接続が円滑に行わ

れるよう、指導主事の訪問・指導などにより支援を行います。 
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県と市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化を図る 

 
中山間地域と都市部のように、市町村や地域ごとに教育課題の状況は異なっており、ま

た、歴史や文化、教育に生かせる地域資源等も異なります。県の大綱が掲げる基本理念や

基本目標を実現するためには、こうした各市町村の実情に応じた効果的な取組を展開して

いくことが必要となります。県教育委員会と市町村教育委員会との間で、教育の現状や課

題、県の大綱に定める施策の基本方向等について、しっかりと方向性を合わせ、連携・協

働して取組を推進します。 

 

【概 要】 

教育委員会は、教育水準を保障する責任者として、子どもたちと直接かかわる学校・家庭・

地域等の教育現場を力強く支えていく必要があります。 

県全域や複数の市町村にまたがる広域的な課題などについて特に責任を負う県教育委員

会と、各市町村内の公立小・中学校などの教育活動や教職員の日常的な取組に対する責任を

負う市町村教育委員会が、それぞれの責任と役割を果たしながら、連携・協働して教育水準

を向上させていかなければなりません。 

  このため、県と市町村教育委員会との間で、施策の方向性を合わせることや施策を協働で

実施することなどを通じて、本県教育の振興に向けた連携・協働の取組を推進します。 

 

【主な取組】 

①県と市町村教育委員会の施策の方向性を合わせ、連携・協働した取組を推進するため、す

べての市町村教育委員会で構成されている高知県市町村教育委員会連合会や各市町村教

育委員会との情報共有・協議の機会を積極的に設けます。 

 

②県の大綱や第２期教育振興基本計画に掲げる知・徳・体の向上をはじめとする基本目標や

施策の基本方向などを踏まえ、各市町村における教育課題の解決に向けて推進される各市

町村の自主的・主体的な取組を、県と市町村教育委員会が協議したうえで、教育版「地域

アクションプラン」として位置付け、人的及び財政的な支援を行います。 

県と市町村教育委員会との連携・協働の推進 

 

 

 

対策（1） 

・教育現場を支える県と市町村の教育行政が課題を共有し方向性を合わせて取り組む

必要があります。 

課題 
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【概 要】 

本県教育のさらなる振興に向けて、社会総がかりで子どもたちを育成していくためには、

高知県教育の日「志・とさ学びの日」（11月１日）の趣旨に沿って、「すべての県民が、教育

について理解と関心を深め、高い志を持つ子どもたちを育み、ともに学びあう意識を高める

とともに、一人ひとりが学ぶ目的や喜びを自覚し、生涯にわたって学び続ける風土をつくり

あげていく」ことが必要です。 

このため、高知県教育の日の趣旨の周知を図るとともに、この日を通じた県と市町村の連

携・協働による取組をさらに推進します。 

 

【主な取組】 

①県民が本県教育の現状について知り、考えるきっかけをつくるため、県が行う広報や啓発

活動・関連行事に加えて、市町村と県の連携行事や市町村・学校単位で行われる行事での

教育の日のＰＲ、市町村における教育データの公表等の取組を推進します。 

 

 

 

教育的風土の醸成に向けた取組の推進 

 

対策（2） 

-68-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安心で質の高い教育環境を実現する 

 
学校等における自然災害や事件・事故の危険から子どもたちの命を守り抜くため、南海トラ

フ地震に備えた施設等の整備や防災教育を推進します。また、子どもたちに新しい時代に対応

した質の高い学びを保障していくため、県立学校等の再編、校種間の連携・協働、教育の情報

化など、教育環境の整備を進めます。 

 

【主な取組】 

①学校等の施設内における子どもたちの安全・安心を確保するため、県立学校、公立小・中

学校、保育所・幼稚園等の耐震化等の促進や高台移転のための財政支援等により、自然災

害に強い学校施設等を整備します。 

 

②子どもたちの防災対応力の向上及び学校や教職員の危機管理力・防災力の向上に向けて、

安全教育のプログラムに基づく防災教育を一層推進します。 

 

南海トラフ地震等の災害に備えた取組の推進 

 

 

対策（1） 

・南海トラフ地震の発生により大きな被害が予想されています。 

・児童生徒数の減少に伴い、学校の活力の低下が懸念されます。 

・障害の重度・重複化等が進み、特別支援学校の教育的ニーズが多様化しています。 

・各校種間の接続部分で円滑な接続ができていないことにより、小１プロブレムや中１

ギャップ等の問題が発生しています。 

・社会・経済のあらゆる分野で急速に進展している情報化への対応が求められています。 

 

課題 

【概 要】 

南海トラフ地震が発生した際には、本県に甚大な被害がもたらされることが懸念されてい

ます。また、台風・大雨や土砂災害などの気象災害による被害も繰り返し発生しています。

こうした自然災害による被害を最小限に止め、子どもたちの命を守り抜くためには、ハー

ド・ソフトの両面から安全・安心を確保する対策を講じる必要があります。 

このため、学校施設等の耐震化の促進や子どもの発達段階に応じた系統的な防災教育の推

進など、南海トラフ地震等の災害に備えた取組を一層推進します。 
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【概 要】  

社会のグローバル化や情報化の進展、産業構造の変化や雇用形態の多様化が全国的に進む

中、本県においては、全国に先行して人口減少が進んでおり、近い将来、南海トラフ地震の

発生も予測されています。このような社会環境のもと、高等学校教育においては、その充実

と、安心して学べる教育環境の整備に取り組んでいくことが必要となっています。 

このため、高等学校においては、平成 26年 10月に策定した「県立高等学校再編振興計画」

に基づき、キャリア教育の充実や、生徒数の減少に対応するための適正な学校規模の維持と適切

な配置、次代を担う人材を育てる教育環境の整備等を推進します。こうした取組を通して、各校

の特色を生かしながら、高等学校教育の質の維持・向上を図ります。 

また、特別支援教育については、病弱特別支援学校における教育的ニーズの多様化に対応

するための再編振興の取組を推進します。 

 

【主な取組】 

①高等学校教育の充実及び生徒が安心して学べる教育環境の整備に向けて、「県立高等学校

再編振興計画」に基づき、県内のすべての県立高等学校について、学校のあり方を明確に

し、生徒の思考力や判断力、表現力をより伸長するために、教育活動の中にアクティブラーニ

ングの手法をこれまで以上に取り入れながら、地域と連携した課題探究に取り組む等、各校の

特色を生かした取組の充実を図ります。 

また、統合を行う学校については、統合によるメリットを最大限に引き出すよう、グロ

ーバル教育の先進的な取組を導入し、地域の拠点校としての魅力化を図る等、教育内容の充

実と施設設備の整備を推進します。 

 

②病弱特別支援学校において、慢性疾患の児童生徒数の減少、心身症等のある児童生徒数の

増加に伴う教育的ニーズの多様化に対応するため、病弱特別支援学校の再編振興への取組

を推進します。 

教育の質の維持・向上を図る視点に立った学校の再編の推進 対策（2） 
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【概 要】 

就学前から高等学校卒業まで、一人一人の子どもの成長をしっかりと見据え、発達段階に

応じて必要な力を確実に育成していくためには、各校種間で学習内容の連続性を確保すると

ともに、生活面の円滑な接続を図ることが必要です。このことは、校種間の接続部分におけ

る教育環境や学習内容、人間関係の変化などを背景とする小１プロブレムや中１ギャップの

防止にもつながります。 

  このため、保幼小接続の取組の促進や、生徒指導の充実を図るための小・中学校合同の取

組、発達障害等のある子どもの校種間での支援・指導の引き継ぎの徹底、校種間の人事交流

など、各校種間の連携・協働に向けた取組を推進します。 

 

【主な取組】 

①各市町村における保幼小接続の取組を促進するため、県版接続期カリキュラムを作成し、

それに基づいて地域の実態に合った市町村版接続期カリキュラムの作成に向けた支援を

行います。【再掲】 

 

②配慮が必要な児童生徒の情報共有や支援の引き継ぎを小・中学校間で適切に行うため、

生徒指導担当者・生徒指導主事が児童生徒の持っている力を引き出す開発的な生徒指導

に関する知識・理解を深めることや、小・中学校間の連携の推進に向けた合同の研修会

を開催します。【再掲】 

 

③配慮が必要な児童生徒の情報共有や支援をつなぐための共同実践を進め、生徒指導上の

諸問題などの未然防止を徹底するため、小・中学校合同の支援会議等を実施します。こ

の成果を、生徒指導担当者・生徒指導主事の研修会等を通して県内の小・中学校に普及

し、県内全域での実践を推進します。【再掲】 

 

④発達障害等のある子どもに対し、就学前から高等学校卒業まで計画的・継続的な指導・

支援を行うため、引き継ぎシートなどのツールを活用した校種間の引き継ぎを充実・強

化します。【再掲】 

 

⑤各市町村が地域の実情に応じて主体的に実施する校種間の連携を推進するための取組を

教育版「地域アクションプラン」として位置付け、人的及び財政的な支援を行います。 

 

⑥教員に異なる校種の教育を経験させることにより、子どもの発達段階をふまえた指導方

法についての理解を深めるなど、教育活動のさらなる質的向上を図るため、校種間の人

事交流を推進します。 

校種間の連携・協働の推進 

 

対策（3） 
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【概 要】 

社会・経済の情報化が急速に進む中、学校では、社会に出た時に最低限必要となる情報活

用能力を児童生徒に確実に身に付けさせることが必要です。 

また、授業等におけるＩＣＴの活用は、学習内容に対する児童生徒の興味・関心を高めた

り理解を深めたりするうえで効果的であり、学校における校務の情報化は、教職員が必要な

情報を共有できることできめ細かな指導を可能にするとともに、校務の負担軽減により教員

が児童生徒と向き合う時間の確保にもつながります。 

このため、各学校における、情報教育や授業等におけるＩＣＴの効果的な活用を推進する

よう教員のＩＣＴ活用能力の向上を図るとともに、県立学校における校務支援システムの整

備やＬＡＮシステムの再構築等による校務の情報化など、教育の情報化を推進します。    

 

【主な取組】 

①教員のＩＣＴ活用能力を育成するため、初任者研修において初任者全員に、授業におけ

るＩＣＴの活用や情報モラル等に関する研修を実施します。 

 

②県立高等学校において、災害等から生徒の個人情報を守るとともに、教員の業務負担を

軽減し生徒と向き合う時間を確保するため、教職員が行う成績処理や出席管理、指導要

録の作成等の事務的業務を情報システムに集約し電子化する校務支援システムを整備し

ます。 

 

③県立学校の情報通信基盤である校内ＬＡＮ及び県立学校で使用するコンピュータや情報

資産を安全かつ確実に管理するための基幹情報システムを再構築するなど、学校のＩＣ

Ｔ環境の充実に向けた整備を計画的に進めます。 

 

 

教育の情報化の推進 対策（4） 
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私立学校の振興を図る 

 
私立学校は、建学の精神に基づく多様な人材育成や特色ある教育を展開しており、高知

県の教育において重要な役割を果たしています。このため、私立学校の教育環境の維持・

向上、児童生徒の修学上の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全化を図るための支援

を行います。 

【概 要】 

  学校経営の健全性を高め、教育環境の維持・向上を図るための支援を行うとともに、教育

の国際化やキャリア教育の推進など社会の変化に応じた教育の改革や児童生徒の学力向上、

教員の指導力向上、個別支援が必要な生徒への対応など学校が抱える課題を解決し教育力を

強化しようとする取組を支援します。  

 

【主な取組】 

①本県の学校教育における私立学校の果たす役割に鑑み、学校経営の健全性を高め、教育環

境の維持・向上を図るため、運営費に対する助成を行います。 

 

②私立学校の教育力強化や教育課題の解決を図るため、特色ある学校づくりに対する助成を

行います。 

 

③学校の防災機能・安全機能の強化を図り、児童生徒が安心して教育を受けられる環境を整

備するため、耐震補強や学校施設の整備に対する助成を行います。 

教育環境の維持・向上に向けた支援 

 

 

対策 （1） 

・少子化に伴う児童生徒数の減少など私立学校の経営環境は、全体として厳しい状況が

続いています。 

・社会の変化に応じた教育の改革や多様な教育課題への対応が必要となっています。 

・経済的に厳しい家庭の児童生徒が増えています。 

課題 
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【主な取組】 

①� すべての生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料に充てる高等学校

等就学支援金や、教科書、教材費など授業料以外の教育費に充てる高校生等奨学給付金

の支給を行います。 

 

②児童生徒の修学機会を確保するため、授業料の軽減措置を行う私立学校に対し助成を行い

ます。 

私立学校に通う児童生徒の保護者の経済的負担の軽減 対策 （2） 

【概 要】  

  経済的に厳しい家庭の児童生徒が安心して教育を受けられるよう、経済的負担の軽減を図

ります。 
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社会の期待に応えるため大学の魅力を高める 

 
 高知県が、人口減少による負の連鎖を断ち切り「経済の活性化」など県勢浮揚に向けた歩

みを力強く進めていくうえで、「大学」の役割は大きいものがあります。特に、産学官民連

携による産業の振興や人材の育成、生涯学び続ける社会を実現するための教育、若者を県内

に留め、県外から呼び込む受け皿といった観点から、大学に対する期待は大きく、こうした

機能の充実をさらに図っていきます。 

地方創生の核となる大学づくりの推進 

 

 

対策 （1） 

・地方では、高等教育機関が有する知的資源の活用など知の集積が極めて重要であり、

新たなビジネスの創出や地域課題の解決などに対する期待も大きいものがあります。 

・生涯を通して社会で活躍していくためには、社会に出た後も学び続けることが重要で

あり、大学は全世代のための学びの場への転換が求められています。 

・若者の県外流出は、大学進学時と卒業後の最初の就職時において顕著となっており、

人口流出防止の観点からも、大学が果たす役割は大きいものがあります。 

 

課題 

【概 要】 

地方では、高等教育機関が有する知的資源の活用など知の集積が極めて重要であります。 

このため、県内のみならず、県外からもより多くの人材や知恵を呼び込み、産学官民の交流

の機会を積極的に設けるとともに、交流の中で生まれた様々なアイデアを、県内外の大学等

の知恵やノウハウを活用し具体的な事業プランとして磨き上げていくことで、新たな事業展

開へとつなげていきます。 

さらに、大学が地域とのつながりを深め、産業振興の取組をはじめ、日本一の健康長寿県

づくり、中山間地域対策、南海トラフ地震対策など地域課題の解決に住民、ＮＰＯ、県や市

町村などと連携・協働で取り組む活動を積極的に推進します。 

 

【主な取組】 

①産学官民連携センターを核として、県内外の産学官民の交流と連携をさらに深め、イノベ

ーションの創出を図ります。 

 

②大学の学生や教員が地域に入り、住民、ＮＰＯ、県や市町村などと積極的に連携し、地域

課題の解決や地域の活性化に協働で取り組む新しい人材育成の活動を積極的に推進しま

す。 
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「学び続ける」社会の実現に向けた学び直しの機能の強化 対策 （2） 

若者の県内定着の促進 対策 （3） 

【概 要】 

誰もが学び続け、夢や志に挑戦できる社会の実現に向け、生涯学習の機会をさらに拡充しま

す。 

また、地域や産業を支える人づくりに向けて、起業を目指す人材養成のためのビジネス研修

をはじめ、社会人や企業のニーズに応じた実践的･専門的な教育プログラムを充実・強化しま

す。 

 

【主な取組】 

①社会人が職業に必要な知識や能力を高めるとともに、誰もが生涯を通して学び続けることの

できる社会の実現に向け、大学における学び直しを強化し、生涯学習、社会人教育の機能を

さらに充実･強化します。 

 

②ビジネスの基礎から応用・実践力まで、受講者のニーズやレベルに応じて体系的に身につけ

られる産学官民連携によるビジネス研修「土佐まるごとビジネスアカデミー(土佐ＭＢＡ)」

を充実・強化します。 

 

 

【概 要】 

若者の県外流出を防止し、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を図るため、県

内高校から県内大学への進学者を増やすとともに、県内大学卒業者の県内就職を促進しま

す。 

 

【主な取組】 

①県内高校から県内大学進学者の増加を図るため、県内高校との連携を一層強化するとと

もに、大学のオープンキャンパスや出前講座等の広報により県内大学の先進的な教育活

動等を積極的に発信します。 

 

②県内大学卒業者の県内就職を促進するため、県内企業に限定した就職セミナーの開催や県

内企業に関する就職情報の発信等を行うとともに、県内の高等教育機関、産業界、県等が

連携・協働し、地域の雇用創出や大学生等の地元定着の向上に取り組みます。 
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子どもから大人まで、すべての県民が生涯にわたり学び続ける環境をつくり、県民の自己実

現に止まらず地域を担う人材の育成や地域コミュニティの活性化につなげていくために、社会

教育の推進体制の強化を基盤に、産学官民の連携を推進しながら、多様な学びの機会を創出し

ていきます。 

生涯にわたって学び続ける環境をつくる 

【概 要】 

県民が生涯にわたり学び続けていくことは、社会の急速な変化や個人の価値観の多様化が

進む中で、一人一人が自己実現を図りながら心豊かな人生を送っていくために、大変重要な

意義があることです。 

また、本県が抱えるさまざまな課題を解決していくためには、将来の高知県を担う子ども

たちの成長に期待するのみならず、現に社会を構成する大人たちがその能力を不断に高め、

県民総がかりで行動していく必要があります。そのためには、生涯学習の理念に基づき、学

びの成果を社会に還元し、学びによる社会の好循環を生み出していくことが一層重要となっ

てきています。特に、少子化、高齢化が急激に進む中、今後増え続けるシニア層の力を適切

な形で社会に生かしていくことは、社会の活力の維持向上につながることが期待されます。 

一方で、少子化、高齢化や過疎化、核家族化等を背景として、本県の社会教育活動を支え

る人材や団体の基盤は弱ってきています。 

このため、現に社会教育を担っている関係者の持てる力を十分に発揮し、生涯学習の推進

体制を再構築していきます。 

 

【主な取組】 

①社会教育関係者の専門的な資質・能力の向上を目指した研修を充実するとともに、社会教

育の指導的立場にある社会教育主事の養成を推進し、地域の学びを支える人材の育成を図

ります。 

また、ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の活動を支援するとともに、社会教育関係

団体が多様な実践事例に学ぶ機会として交流会を開催するなど、関係者間の交流を深めま

す。 

 

②県民の多様な生涯学習ニーズに対応し、県民の学びを次の学びへとつなげていくため、各

市町村等が行う生涯学習講座の総合的な情報提供などを行い、生涯学習機関のネットワー

ク化を図ります。 

・社会教育を担う団体や人材の基盤が弱ってきています。  

・県全体として生涯学習を推進するための体制が十分整っていません。 

・県が抱える課題の解決に向けた学びのさらなる充実が必要となっています。 

課題 

生涯学習の推進体制の再構築 

 

対策（1） 
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【概 要】 

図書館は、住民の日常的な学習・文化活動を支援する施設であると同時に、「知」の拠点、

情報の拠点として地域の発展に欠かせない施設です。 

県と高知市との合築により整備する新図書館は、「地域を支える情報拠点」として、県民

の仕事や暮らしに役立ち、併せて県民の読書環境・情報環境を充実・向上させていくことが

求められています。 

このため、「新図書館等複合施設整備基本計画」に基づき、新図書館が担うべき機能や役

割が十分に発揮できるよう、関係機関と協力・連携しながら、サービスの充実・強化に取り

組んでいきます。 

また、県内の図書館の利用拡大に向け、遠方の方でも市町村立図書館等を通じて県立図書

館の本を利用できることや、一般的には購入が難しい高額な専門図書やデータベースが利用

できること等、図書館が実施しているサービスについての周知のほか、県民がそれぞれの地

域で、読書をし、役立つ情報が得られる環境を整えていくため、市町村立図書館等の充実・

強化に向けた支援を行っていきます。 

 

【主な取組】 

①県民の知的ニーズに応え、課題を解決するための図書館機能の充実に向け、データベース

や電子書籍の提供など新図書館で行うサービスを開館前から実施します。また、研修等の

充実による司書の専門性の向上や、専門機関との関係づくりなどに取り組みます。 

 

②ホームページ等を活用した情報発信や出前図書館等を通じて図書館の提供するサービス

の周知を図ります。また、市町村立図書館等への協力貸出や市町村職員を対象とした研修

の実施等の支援を行います。 

 

③高知県子ども読書活動推進計画及び図書館振興計画の策定を通じて、子どもたちの読書習

慣の定着や自発的な読書の増加に加え、県民全体の読書環境や情報環境の一層の充実・活

性化につながる取組を明確化し、総合的な施策を検討・推進していきます。 

さらに、すべての県民が読書に親しむ環境をつくるために、乳幼児期から本に触れる機会

の提供や、読書の魅力を発信する読書ボランティアの養成などを行います。 

 

 

新図書館等複合施設を核とした県民の読書環境・情報環境の充実 対策（2） 
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【概 要】 

本県のすべての子どもたちが社会の中で生きる力を育むためには、学校教育のみに止まら

ず、地域社会全体で子どもたちを育んでいくことが必要です。このことは、昔に比べて地域

コミュニティの活力が失われてきているといった指摘がある中で、子どもたちを育むという

共通の目的のもと、地域コミュニティが活気を取り戻すことにもつながるものです。 

 子どもたちに何かを教えるためには、まずは大人たち自らが、改めて学習をしなければな

りません。地域全体で子どもを見守り育てる体制をつくることで、子どもも大人も学び合う

地域づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

①学校支援地域本部や放課後子ども教室に多くの地域住民が参画し、学習活動への支援に止

まらず、子どもたちの地域行事や清掃活動への参加などさまざまな体験活動を支援するな

どして活動を通じて地域住民と子どもたちとの交流を深め、地域コミュニティの活性化に

つなげます。 

 

②県立青少年教育施設等において、子どもの大人も参加できる魅力的な体験プログラムを実

施します。 

 

③小学校等において、長期間の集団での宿泊活動を通し、さまざまな自然体験や社会体験を

行う取組を支援します。 

 

④自然体験や環境学習を推進する指導者の養成・派遣を行います。 

子どもも大人も学び合う地域づくり 対策（3） 
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【概 要】 

誰もが学び続け、夢や志に挑戦できる社会の実現に向け、生涯学習の機会をさらに拡充し

ます。 

また、地域や産業を支える人づくりに向けて、起業を目指す人材養成のためのビジネス研

修をはじめ、社会人や企業のニーズに応じた実践的･専門的な教育プログラムを充実・強化

します。 

 

【主な取組】 

①社会人が職業に必要な知識や能力を高めるとともに、誰もが生涯を通して学び続けること

のできる社会の実現に向け、大学における学び直しを強化し、生涯学習、社会人教育の機

能をさらに充実･強化します。【再掲】 

 

②ビジネスの基礎から応用・実践力まで、受講者のニーズやレベルに応じて体系的に身につけら

れる産学官民連携によるビジネス研修「土佐まるごとビジネスアカデミー(土佐ＭＢＡ)」

を充実・強化します。【再掲】 

 

「学び続ける」社会の実現に向けた学び直しの機能の強化【再掲】 対策（4） 
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１ 文化・芸術の振興 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文化・芸術の振興と文化財の保存と活用を図る 

 

県民一人一人が芸術文化に普段から親しむことで、心豊かな人生を送ることができるよ

う、文化施設や芸術祭を活用した取組を進めていきます。特に、次代を担う子どもたちが芸

術文化を通じて成長していく環境を整備するため、学校と連携した文化・芸術活動を進めて

いきます。 

また、平成 28 年度には、高知県芸術文化振興ビジョンを改定し、取組のさらなる充実を

図ります。 

文化財の適切な保存と調査研究を進めることにより、文化財の価値の維持と拡大に努め、

後世に伝えていきます。加えて、その活用を図ることで、県民が文化財についての理解を深

めることや、地域の歴史を身近に感じること、さらには、地域の活性化にもつなげていきま

す。 

【概 要】 

  県民一人一人が芸術文化に普段から親しむことで、心豊かな人生を送ることができるよ

う、文化・芸術に親しむ環境づくりを推進します。 

 

【主な取組】 

①美術館をはじめとする県立文化施設において、質の高い文化・芸術に親しむ機会を提供す

るとともに、地域に出向いてのワークショップやクラシック音楽教室の実施などのアウト

リーチ活動を通して、芸術文化を身近に感じてもらえる取組を推進します。 

 

②県民一人一人が文化・芸術活動に主体的に参加できる環境をさらに整えるとともに、高知

城歴史博物館や坂本龍馬記念館など、県民が地域の歴史や文化に楽しみながら触れ、新た

なにぎわいを生み出すことができる施設を整備します。 

 

③学校等との連携により、各文化施設の特色に応じた、地域の歴史学習や鑑賞活動を促進す

るとともに、出前授業や体験学習の実施などのさまざまな学習機会を活用して、文化・芸

術活動を推進します。 

 

 

県民一人一人が文化・芸術に親しむ環境づくりの推進 

 

 

対策 1-（1） 

・県民の暮らしや生活の中に文化・芸術を深く根付かせることが必要です。 

・県民自らが文化・芸術活動に主体的に参加できる環境づくりが必要です。 

・地域の活性化に文化・芸術を活用することが重要です。 

課題 
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２ 文化財の保存と活用を図る 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【概 要】 

  県民の芸術文化活動を支援するとともに、本県の文化や歴史等を発信し、交流人口の増加

や観光振興等につなげることで地域の活性化を推進します。 

 

【主な取組】 

①県民が自主的に芸術文化活動を行った成果としての発表会や、県民に優れた芸術活動の鑑

賞機会を提供する「高知県芸術祭」を開催します。 

また、県内各地の民間団体が行う芸術文化活動を支援することで、県民が芸術文化に親し

む環境づくりを推進します。 

 

②山、海、川の豊かな自然から生まれた本県の文化や歴史、人を文化広報誌により県内外に

向け積極的に発信していきます。高知県を新たな視点から紹介することで、それぞれの地

域への関心を高め、交流人口の増加や、観光、産業振興につなげていきます。 

文化・芸術等を活用した地域活性化の推進 

 

 

対策 1-（2） 

・文化財の価値を維持・拡大し、後世に伝えるための対応が十分ではありません。 課題 

高知城の保存管理と整備の推進 対策 2-(1) 

【概 要】 

次世代に高知城（国史跡・重要文化財）を良い状態で引き継ぐとともに、文化財的価値を

高めるため、適正な管理や計画的な修理、継続的な景観の改善、また、高知城歴史博物館等

と連携した取組や重要文化財建造物の調査を進めるなどの保存管理と整備を推進します。 

 

【主な取組】 

①多くの建造物が建築後 200 年を超え、昭和の解体修理からも 60 年が経過しており、対応

が必要な箇所が増加している中、早急な対策が必要な追手門東北矢狭塀の修復など適切な

維持修繕に努めます。 

 

②高知城を訪れる方々の満足度の向上を図るため、継続的な景観対策などを行います。 

 

③高知城の文化財的価値についての理解を深めるため、高知城歴史博物館と連携し、現地講

座の開催や建造物内の説明看板の改修（多言語化）などの取組を行うとともに、重要文化

財建造物の調査を行います。 
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【概 要】 

国・県指定文化財の保存上必要な事業に対する財政的支援や技術的指導を行うとともに、

不足している文化財建造物に関する専門的知識を持つ人材を育成するための養成講座等の

実施や、文化財の計画的な調査を実施することにより、文化財的価値の向上に資する文化財

の保存と活用を推進します。 

 

【主な取組】 

①国・県指定文化財の保存と活用を図るため、文化財に関する専門知識を持つ文化財保護指

導員や市町村教育委員会と連携した文化財に対する巡視活動等に基づき、文化財の保存上

必要な事業に対する財政的支援や技術的指導を行います。 

 

②文化財建造物に関する専門的知識を身に付けた人材を育成するための講座等を開催しま

す。 

 

③文化財を保存し後世に伝えるとともに、その価値についての理解を深めるため、計画的な

調査と文化財指定等を行います。 

【概 要】 

埋蔵文化財を通して文化の振興や地域に対する愛着を高めるため、開発事業に伴う埋蔵文

化財の発掘調査を円滑に実施し出土遺物を保存するとともに、市町村との連携により地域の

歴史や文化を知る機会を設けるなど、埋蔵文化財の発掘調査や保護を推進します。 

 

【主な取組】 

①開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査を、事前の試掘確認調査の実施と関係機関との十分

な連携により円滑に行います。 

  

②埋蔵文化財の適切な保存と活用を図るため、発掘調査で出土した遺物は、埋蔵文化財セン

ターで適切に保存するとともに、地域展や各種講座等を行います。 

埋蔵文化財の発掘調査・保護の推進 対策 2-(3) 

文化財の保存と活用の推進 対策 2-(2) 
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１ 子どもの運動・スポーツ活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

  幼児期の運動経験は、体を動かすことへの興味・関心、運動能力に大きな影響を与えます。 

近年、幼児期の運動機会が少なくなってきたことにより、運動能力の基礎が十分に形成さ

れていない状況にあります。 

  このため、家庭、保育所・幼稚園等における幼児期の遊びを通した運動機会の充実を図り

ます。 

 

【主な取組】 

①幼児期の運動機会を増やすため、保育所・幼稚園等への運動遊びを専門的に指導できる人

材の派遣や、家庭において親子で運動遊びを楽しむことができる教室の実施などの取組を

推進します。 

 

 

 

【概 要】 

小・中学校の体力・運動能力は上昇傾向にあるものの、運動時間が少ない児童生徒の割合

が全国と比較して高く、運動習慣が十分に定着していません。 

このため、授業の質を高め合うことができる仕組みづくりや学校組織全体で体力・運動能

力の向上に取り組む体制を整えることにより、学校の体育授業及び体育的活動を充実し、運

動好きな子どもを育てます。 

 

 

 

スポーツの裾野の拡充からトップ選手のさらなる競技力向上までを一体的に捉え、本県

のスポーツが継続的に充実・発展するための仕組みづくりや関係者の連携強化を進め、誰

もがスポーツに親しみ、夢や志を育むことができる環境の整備を図ります。 

幼児期の遊びを通した運動機会の充実 

 

対策 1-（1） 

学校の体育授業及び体育的活動の充実 

 

対策 1-（2） 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を好機と捉えスポーツの振興を図る興をク

校 を 構 築 す る 

・運動習慣が十分に定着していません。 

・中学校の体力・運動能力が全国平均を下回っており、特に女子は、全国的にまだ低

い水準にあります。 

・子どもたちの競技人口が減少傾向にあるとともに、中・高等学校の運動部に加入す

る生徒も少なくなってきています。 

・中山間地域では、実施できる競技種目が限定される場合があります。 

 

課題 
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【主な取組】 

①小学校における体育授業の質を向上するため、具体的な運動例や技能のポイント、用具の

工夫等を写真や図解等で分かりやすく学べる副読本や体育授業のヒント集、映像で学べる

動画等の教材を充実し、その活用を徹底します。【再掲】 

 

②学校における体育学習・健康教育の質的向上を支援するため、体力・健康教育に課題のあ

る学校に体育学習・健康教育の専門的な知見のある退職校長等を派遣し、学校の課題を明

確にしたうえで、授業改善への手立て等を具体的に指導・助言します。【再掲】 

 

 

 

【概 要】 

  小・中学校のジュニア世代の運動・スポーツ活動は、その後のスポーツライフに大きな影

響を与えることから、指導者には、選手の能力を最大限に引き上げるために、技術・戦術の

指導力だけでなく、スポーツ医・科学を活用することやコミュニケーション能力、組織マネ

ジメント能力など、幅広い知識や能力が求められています。 

しかし、既存の研修会は、短期で完結するものや、競技種目ごとの専門的な技術・戦術指

導に特化した研修会などが多く、身近な地域で幅広い内容を学ぶことができる機会が十分で

はありません。 

  このため、ジュニア世代のスポーツ指導に係る研修の機会・内容の充実等により、教員

やジュニアスポーツ指導者の指導力の向上を図ります。 

 

【主な取組】 

①本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、教員やジュニアスポーツ指導者を対象に、

コーチに必要な多様な資質・能力を身に付けるための研修会を実施します。【再掲】 

 

 

 

【概 要】 

 運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向上や健康の増進

だけでなく、生徒の自主性や協調性、責任感を育むととともに、各種大会等での活躍が仲間や教

職員との連帯感を高める等、学校全体の知・徳・体の向上に相乗効果をもたらします。 

本県においては、競技の専門的な指導者の不足、部員の減少、生徒のスポーツに対する嗜好の

多様化などから、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた教育的配慮ある活動が実施されにくい

状況がみられます。 

このため、指導者の資質向上のための取組や、優秀な外部指導者の招へいなどを行うことによ

り、運動部活動のさらなる充実を図ります。 

 

 

 

教員やジュニアスポーツ指導者の指導力の向上 

 

対策 1-（3） 

運動部活動の充実 

 

対策 1-（4） 
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【主な取組】 

①技術的・戦略的な指導やコンディション管理などの専門的な指導ができる外部指導者やスポー

ツ医・科学面からサポートできるスポーツトレーナー等の派遣を拡充します。【再掲】 

 

②将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を身に

付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。【再掲】 

 

③各競技団体や体育連盟の各競技専門部などが、これまで以上に県外の優秀な指導者を招へいす

る取組の拡充を図ります。【再掲】 

 

④生徒の減少が進む中山間地域の学校における運動部活動のあり方や、指導者の資質向上等の課

題を解決するため、関係者による検討会や研究会において、多様なスタイルの部活動や大会、

効果的な指導方法、安全管理と事故防止の徹底などの研究や対策を実施します。 

 

 

 

 

【概 要】 

  中山間地域や過疎地域では、身近な地域で運動・スポーツ活動ができる場が少ないことや、

団体競技に必要な人数を確保することが困難な場合があること、専門的な指導ができる人材

が少ないことなどの理由により、スポーツ活動が広がりにくい状況があります。 

  このため、地域の実情に応じて、総合型地域スポーツクラブや市町村、地区体育（協）会、

スポーツ推進委員などが地域の枠を越えて連携・協働し、スポーツ参加を促す取組等を推進

することで、子どもたちに多様な運動・スポーツの機会を提供します。 

 

【主な取組】 

①複数の市町村や総合型地域スポーツクラブ等が連携した、地域のスポーツ課題について協

議する検討会の設置や課題解決に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの多様な運動・スポーツ機会の提供 

 

対策 1-（5） 
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2  競技力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

競技者の育成において、発達段階に応じた技術や体力の到達目標、習熟度に応じた技術指

導マニュアルなど、競技の特性に応じた基本的な考え方が明確に示され、ジュニアから一貫

した指導が継続して進められている競技団体は少なく、全体的には競技力が低迷しています。 

  このため、各競技団体において、競技者の発達段階や習熟度に応じた系統的な指導を行う

ためのプログラムの作成を支援し、ジュニア期からの一貫した指導体制を確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

各競技団体では、主に、試合の結果を重視して強化選手を選抜する傾向が強く、各競技の

特性に応じて、競技に関する様々な能力を見極めた選抜が行われていない場合があります。

また、客観的に個々の運動特性を判断・助言できる仕組みがないため、優秀な運動能力を有

する人材が発掘されない場合もあると考えられます。 

  このため、優秀な選手を発掘し、効果的に育成するためのプログラムの活用、個々の運動

特性に応じて競技種目の変更ができる体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

①各競技団体において、ジュニアから成人まで系統立てた一貫指導を行うためのプログラム

を作成し、プログラムに基づく計画的・戦略的な育成・強化体制を確立するとともに、各

団体の取組の改善に向けた評価・助言を行うプロジェクトチームによりＰＤＣＡサイクル

による競技力向上を図ります。 

ジュニアから一貫した指導体制の確立 

 

対策 2-（1） 

【主な取組】 

①優秀な能力を有するジュニア選手を、運動特性に応じて発掘し、多様な運動プログラムを

経験させる取組を実施するとともに、県内のスポーツ関係団体等の代表者で構成する会議

を通じて、効果的に選手を発掘・育成するプログラムを各競技団体に普及します。また、

小・中学生が自身の運動特性を客観的に把握できる体力測定会等を通して、競技種目の変

更につながる体制づくりを進めます。 

 

 

優秀な選手の発掘・育成と効果的な種目変更ができる体制づくり 

 

対策 2-（2） 

・優秀なジュニア選手を発掘し、一貫した指導をする体制が構築されていません。 

・トップ選手をさらにレベルアップする体制が構築されていません。 

・全国トップレベルの指導実績がある指導者が少ない状況があります。 

・体力測定データやスポーツ医・科学などの専門的な知見が指導現場で十分に活用さ

れていません。 

・スポーツ医・科学をサポートする体制が十分に整備されていません。 

課題 
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【概 要】 

各競技における県内トップ選手の強化は、選手が所属するチームの指導者に任せられてい

るのが現状であり、より高いレベルの経験をさせるには、選手や指導者に経費面の負担など

が生じています。また、個々の選手の次のステージを考えると、チームの枠を越えた育成・

強化ができる体制の整備も重要です。 

このため、各競技団体が個々のチームの枠を越えて、組織全体でトップ選手のレベルアッ

プを図るとともに、ＰＤＣＡサイクルによる取組が進められる体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

近年、指導者には選手の能力を最大限に引き上げるために、技術・戦術の指導だけでなく、

スポーツ医・科学の活用や組織マネジメント能力など、幅広い知識や能力が求められていま

すが、既存の研修会は、競技種目ごとの専門的な技術・戦術指導に特化した研修会などが多

く、幅広い内容を学ぶことができる機会が十分ではありません。 

また、指導者全体の資質を高める必要がある中で、県内で公認指導者資格を取得している

指導者や上級資格を取得している指導者は、全国と比較するとあまり多くないのが現状です。

県内の優秀な指導実績を有する指導者は限られていることから、県内指導者の資質向上に努

めると同時に、県外の優秀な指導者の活用も重要です。 

このため、次世代を担う指導者の育成に向けた研修会の内容を充実するとともに、県外の

優秀な指導者の招へいや本県への受入れを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

①県内トップ選手の活動をさらに充実させるための経費面の支援や、県競技団体が中央競技

団体と連携し計画的・戦略的にトップ選手の育成・強化を行う一貫指導体制の整備を支援

します。 

トップ選手の重点的な強化 

 

対策 2-（3） 

【主な取組】 

①将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を

身に付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。 

 

②各競技団体や中・高等学校体育連盟の各競技専門部などが、これまで以上に県外の優秀な

指導者を招へいする取組を広げるとともに、日本代表チームや海外チームの招へい等を通

して、県外の優秀な指導者が本県スポーツに関わる機会の増加や移住を含めた本県への受

入れをに向けた取組を進めます。 

 

 

指導者の資質向上と優秀な指導者の招へい・受入れ 

 

対策 2-（4） 
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【概 要】 

各競技団体や学校の運動部活動などのスポーツの指導現場では、スポーツ医・科学の活用

は個々の指導者に委ねられており、専門的な知見やデータを競技力向上の取組に十分生かし

切れていない状況があります。 

  このため、スポーツ医・科学を指導現場で活用することの必要性について、スポーツ関係

団体や組織に対して、理解促進を図るとともに、個々のチームや指導者をスポーツ医・科学

面からサポートする体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

①データによる動作分析やメンタルトレーニング、専門的な体力測定とトレーニング指導な

どを各競技団体や学校の運動部活動などのスポーツの指導現場に広く提供するとともに、

スポーツ医・科学の具体的な活用事例を周知する研修会等を実施することにより、各競技

団体におけるスポーツ医・科学の組織的な活用を支援します。 

スポーツ医・科学の効果的な活用 

 

対策 2-（5） 

運動部活動の充実【再掲】 

 

対策 2-（6） 

②運動部活動や競技ごとの強化事業を通じて、アスレチックトレーナーなどの有資格者によ

るサポートを受けることができる機会を拡大するとともに、資格取得につながる県独自の

講習会を実施するなど、スポーツトレーナーの養成に向けた取組を進めます。 

 

③現在、スポーツ医・科学をサポートする拠点としては、県立青少年センターがあり、各種

専門測定機器やトレーニング機器を一定整備していますが、県内全域をサポートするため

には、スタッフの数や専門性、施設・設備面に課題があります。 

このため、スポーツ医・科学面からのサポートをより充実させるための環境整備を進めま

す。 

【概 要】 

運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向上や健康の増

進だけでなく、生徒の自主性や協調性、責任感を育むととともに、各種大会等での活躍が仲

間や教職員との連帯感を高める等、学校全体の知・徳・体の向上に相乗効果をもたらします。 

本県においては、競技の専門的な指導者の不足、部員の減少、生徒のスポーツに対する嗜

好の多様化などから、生徒の能力・適性、興味・関心に応じた教育的配慮ある活動が実施さ

れにくい状況がみられます。 

このため、指導者の資質向上のための取組や、優秀な外部指導者の招へいなどを行うこと

により、運動部活動のさらなる充実を図ります。 
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【概 要】 

  中山間地域や過疎地域では、身近な地域で運動やスポーツ活動ができる場が少ないことや、

団体競技に必要な人数を確保することが困難な場合があること、専門的な指導ができる人材

が少ないことなどの理由により、スポーツ活動が広がりにくい状況があります。 

  このため、地域の実情に応じて、総合型地域スポーツクラブや市町村、地区体育（協）会、

スポーツ推進委員などが地域の枠を越えて連携・協働し、競技力を高める取組等を推進する

ことで、幅広い年代における競技スポーツ活動の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①複数の市町村や総合型地域スポーツクラブ等が連携した地域のスポーツ課題について協議

する検討会の設置や課題解決に向けた取組を推進します。 

 

多様な競技スポーツ活動の充実 

 

対策 2-（7） 

【主な取組】 

①技術的・戦略的な指導やコンディション管理などの専門的な指導ができる外部指導者やス

ポーツ医・科学面からサポートできるスポーツトレーナー等の派遣を拡充します。 

 

②将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を

身に付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。 

 

③各競技団体や体育連盟の各競技専門部などが、これまで以上に県外の優秀な指導者を招へ

いする取組の拡充を図ります。 

 

④生徒の減少が進む中山間地域の学校における運動部活動のあり方や、指導者の資質向上等

の課題を解決するため、関係者による検討会や研究会において、多様なスタイルの部活動

や大会、効果的な指導方法、安全管理と事故防止の徹底などの研究や対策を実施します。 
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３ 地域における運動・スポーツ活動の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

中山間地域や過疎地域では、身近な地域で運動・スポーツ活動ができる場が少ないことや、

団体競技に必要な人数を確保することが困難な場合があること、専門的な指導ができる人材

が少ないことなどの理由により、スポーツ活動が広がりにくい状況があります。 

  このため、地域の実情に応じて、総合型地域スポーツクラブや市町村、地区体育（協）会、

スポーツ推進委員などが地域の枠を越えて連携・協働し、地域のスポーツ課題の解決に向け

た効果的・継続的な取組の展開を図ります。 

 

【主な取組】 

①複数の市町村や総合型地域スポーツクラブ等が連携した地域のスポーツ課題について協議

する検討会の設置や課題解決に向けた取組を推進します。  

 

 

 

【概 要】 

本県における成人のスポーツ実施率をみると、男女とも 20 代～40 代の働き盛りの年代が

他の年代に比べて低く、また、女性のスポーツ実施率が男性よりも低くなっています。女性

のスポーツ実施率が低い原因として、子育て中の家庭では、子どもと離れて活動することが

難しいことなどが考えられます。 

このため、女性を対象としたスポーツ大会の実施や、母親が活動に参加しやすくするため

の大会運営等の工夫などにより、女性がスポーツに参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の実情に応じた効果的・継続的な取組の展開 

 

対策 3-（1） 

【主な取組】 

①女性に限定した特色あるスポーツ大会の実施や、既存のスポーツ大会やイベント、教室等

において、子どもを対象としたスポーツ教室を同時に開催するなど、女性がスポーツ活動

に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

女性がスポーツに参加しやすい環境づくり 

 

対策 3-（2） 

・成人の運動習慣が十分に定着していません。 

・中山間地域や過疎地域では、スポーツ活動が制限されている場合があります。 

・スポーツを通した地域活性化につながる取組が少ない状況があります。 

・スポーツ活動を支えるボランティアを育成する体制が十分でない状況があります。 

課題 
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【概 要】 

  地域における日常的なスポーツ活動は、スポーツ施設を中心として実施されていますが、

中山間地域や過疎地域では施設が十分に整備されておらず、他方、都市部では施設の不足が

課題となっています。 

  このため、地域のスポーツ活動における学校の体育施設等の公共施設の有効利用を促進し

ます。 

 

【主な取組】 

①学校体育施設の開放を進めるとともに、施設が利用者にとってより利用しやすいものとな

るよう、市町村との連携により公共施設の運営形態の改善を図ります。 

 

 

 

【概 要】 

本県では、トップレベルのスポーツ選手のパフォーマンスを間近で見ることができる大会

や交流会などの機会があまり多くありません。 

世界各国からトップレベルの選手や指導者が集まる 2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会を契機に、トップレベルの練習や指導を間近で見たり、スポーツの意義等について

考えたりする機会を得ることは、スポーツの魅力や価値の発見にもつながるものであり、ひ

いては本県のスポーツの振興に資するものです。 

このため、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会における事前合宿の招致やスポ

ーツを通した交流を通して、県民がスポーツの魅力や価値を認識することができる機会を提

供します。 

 

【主な取組】 

①2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会における事前合宿の招致を実現するため、

招致活動における関係者間の情報共有や連携強化を図るとともに、幅広いネットワークを

通じた招致活動を官民協働で進めます。 

 

②オリンピック・パラリンピックの理解促進を目的とした小・中・高等学校における啓発授

業の実施や、オリンピック・パラリンピックへのかかわり方について考えるサミットの開

催等を通して、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた機運を醸成

するとともに、県民のスポーツに対する興味・関心を一層高めます。 

 

 

地域のスポーツ活動の活性化に向けた公共施設の有効利用 

 

対策 3-（3） 

スポーツの魅力や価値を認識することができる機会の提供 

 

対策 3-（4） 
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４ 障害者スポーツの充実 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

本県における障害者の運動・スポーツ活動は、主に福祉的な観点から、健康志向のレクリ

エーション活動などが中心であったため、競技志向の大会やスポーツ活動は、個人的に取り

組まれることが多く、組織的な育成・強化が十分に行われていません。また、地域における

運動・スポーツ活動においても、地区体育（協）会のように、地域ごとに活動を取りまとめ

ている組織が少ない状況にあります。 

このため、障害者スポーツ活動の充実に向けて、障害者スポーツの関係者の連携を強化し、

活動を取りまとめる組織体制の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①スポーツ団体や総合型地域スポーツクラブ、学校、行政等の連携の強化により、障害者の

スポーツ活動機会の充実や組織体制の整備を進めます。 

 

 

 

【概 要】 

特別支援学校・学級において、より充実した運動・スポーツ活動を行うためには、多様な

視点からの工夫や研究が必要ですが、障害の種別の違いや、幼稚部から高等部まで幅広い年

代の児童生徒が対象であることから、研究・実践は各学校に委ねられており、関係者が協力

して検討・研究する体制が十分整っていません。 

このため、特別支援学校・学級の体育的活動を組織的に改善する体制を構築し、特別支援

学校・学級における運動・スポーツ活動の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

①特別支援学校・学級における運動部活動をはじめとする学校内での運動・スポーツ活動や、

地域と連携したスポーツ活動の充実を図るため、学校を中心とした関係者による検討会で

協議し、効果的な対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

障害者スポーツを取りまとめる組織体制の充実 

 

対策 4-（1） 

特別支援学校・学級における運動・スポーツ活動の充実 

 

対策 4-（2） 

・障害者スポーツを取りまとめる組織体制が十分でない状況にあります。 

・特別支援学校・学級の体育的活動を充実させる体制が十分ではありません。 

・障害者の多様なスポーツ活動を行う環境が十分に整っていません。 

課題 
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【概 要】 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向けて、楽しみ志向の活動から競

技活動に至るまで、幅広い障害者スポーツの広がりに対応した指導者の育成が必要になって

います。 

このため、障害者スポーツの理解啓発の取組や研修会を通じて、障害者スポーツ指導者の

育成を進めます。 

 

【主な取組】 

①将来、本県のスポーツ界を担う指導者の育成に向け、コーチに必要な多様な資質・能力を

身に付けるための内容を総合的に学ぶことができる研修会を実施します。 

 

 

 

【概 要】 

各競技における県内トップ選手の強化は、選手が所属するチームの指導者に任せられてい

るのが現状であり、より高いレベルの経験をさせる取組には、選手や指導者に経費面の負担

などが生じています。また、個々の選手の次のステージを考えると、チームの枠を越えた育

成・強化ができる体制の整備も重要です。 

このため、各競技団体等が個々のチームの枠を越えて、組織全体でトップ選手のレベルア

ップを図るとともに、ＰＤＣＡサイクルによる取組が進められる体制づくりを進めます。 

 

【主な取組】 

①県内トップ選手の活動がさらに充実するための経費面の支援や、県競技団体等が中央競技

団体と連携し計画的・戦略的にトップ選手の育成・強化を行う一貫指導体制の整備を支援

します。 

 

 

 

【概 要】 

障害者の運動・スポーツ活動については、県立障害者スポーツセンターを中心に、総合型

地域スポーツクラブなどでさまざまな活動が行われていますが、ボランティアが不足してい

ることや活動機会が少ないこと、活動場所が限定されることなどにより、身近な地域で気軽

に参加できる環境が十分に整備されていません。 

このため、障害者スポーツを普及するための体制づくりや対策の検討を進めるとともに、

スポーツ教室やイベントの実施などにより、障害者が身近な地域で運動・スポーツ活動に参

加できる機会を提供します。 

 

 

 

障害者スポーツ指導者の育成 

 

対策 4-（3） 

障害者スポーツのトップ選手の重点強化 

 

対策 4-（4） 

身近な地域におけるスポーツ参加機会の提供 

 

対策 4-（5） 
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【主な取組】 

①障害者のスポーツ参加機会の充実に向けて、スポーツ関係者や障害福祉関係者が集まり、

障害者スポーツを普及するための体制づくりや対策の検討を行う会議を開催するとともに、

気軽に参加できるスポーツ教室やイベント、ボランティア研修会等を実施します。 
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５ スポーツ施設・設備の整備 

 

 

 

 

 

【概 要】 

平成 14年のよさこい高知国体で県内の主要なスポーツ施設は一定整備されましたが、競技

力の向上やスポーツツーリズムの推進などの観点から、より充実した施設の整備が必要にな

っています。 

このため、競技者がより質の高い活動ができるよう、拠点となる施設を中心に、必要な施

設の整備を計画的に進めます。 

【主な取組】 

①競技の拠点となる施設を中心に、必要な整備を計画的に進めます。 

 

 

 

 

【概 要】 

より充実したスポーツ活動を展開するには、スポーツ医・科学など、スポーツ活動を側面

からサポートするための施設・設備の充実が必要ですが、県内にはこうした施設・設備が十

分に整備されていません。 

このため、スポーツ医・科学の効果的なサポートの実践に向けた施設・設備の整備を計画

的に進めます。 

 

【主な取組】 

①県立施設を中心に、トレーニング機器の充実を図るとともに、スポーツ医・科学面のサポ

ート体制の充実を図ります。 

 

 

 

【概 要】 

本県の山間部ではスポーツ施設が十分に整備されていないため、運動やスポーツ活動を行

うには、離れた地域までの移動を伴うことなどから、スポーツ活動が広がりにくい状況があ

ります。 

このため、市町村と連携し、地域のスポーツ施設について必要な整備を計画的に進めます。 

 

【主な取組】 

①地域の拠点となる施設を中心に、市町村との連携により必要な整備を計画的に進めます。 

拠点となるスポーツ施設の整備 

 

対策 5-（1） 

スポーツ活動をサポートするための施設・設備の整備 

 

対策 5-（2） 

地域のスポーツ施設の整備 

 

対策 5-（3） 

・地域や競技の拠点となる施設が十分に整備されていない状況があります。 

・スポーツ活動をサポートするための施設・設備が十分に整っていません。 

課題 
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